
臨時農地等管理令に関する基礎研究

一臨時農地等管理令第3条

1、はじめに

本稿の課題は、臨時農地等管理令の運用実態の

解明を行うことにより、臨時農地等管理令の運用

上の問題点とそのはたした機能を、戦後農地法制

を念頭に置きつつ考察するところにある。本稿で

考察の対象とするのは、臨時農地等管理令第3

条・第5条・第7条の運用についてである("。最

初に本稿の研究史上の意義を述べておきたい。

従来の近代農業史研究では、臨時農地等管理令

は必ずしも大きく取上げられてこなかった。近代

日本の農業問題を通史的に扱った研究書や戟間期

あるいは戟時期農業政策を課題とした専門書に

も、臨時農地等管理令のごく短い説明が登場する

か、まったく登場しないとうこともあるという状

況であった(2)。総じて臨時農地等管理令の扱いは

小さかったのであるが、それは戦時期における地

主小作関係や小作料、自創事業、農業団体、農村

労働力問題、適正規模論などへの問題関心が強か

ったことによろう。しかし、臨時農地等管理令は

戦後農地法の原型の一つであり、戦時と戦後の農

地政策をトータルに検討する際の重要な一環をな

すもので、その分析は重要である。

もちろん、臨時農地等管理令についての先行文

献がなかったわけではない。臨時農地等管理令に

ついての基礎文献となったのは、小倉武一『土地

立法の史的考察」、 F農林行政史」第1巻、 r農地

制度資料集成』第10巻、相月大次郎r現代日本農

地政策史研究」である(3)。これらの文献により、

臨時農地等管理令の立法過程、法令をめぐる状況、

法令内容とその解説、 1944年3月の改正などにつ

いて具体的資料を以って跡付けられるようにな

り、比較的詳しい法令解説・説明を得られるよう

になった。特に、 r農地制度資料集成」第10巻

(以下、 T集成j lOとする)所載の資料類が画期的

な意義をもった。その後、それらに基づいた臨時

農地等管理令に関する論稿が幾つか発表されてい

るが4)、 『集成』レベルの範囲を出るものではな

第5条・第7条を中心に一
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い。

これらの先行研究の基本的間乱射ま、臨時農地

等管理令運用の具体的な実態が解明されておら

ず、それがはたした機能が明らかにされていない

点にあった。従来の論稿は、農林省の解説書(中

央物価統制協力会議『臨時農地価格統制令臨時農

地等管理令解説』 1941年)や『集成』 10をもとに、

法令の解説や説明を行い、農林省の解説をもとに

政策意図をまとめるというものであった。その際、

臨時農地等管理令がどのように運用され、どのよ

うな役割をもち、どのような運用上の問題をもっ

ていたのかなどは、問題関心にものぼらず、法令

解説をただなぞるばかりであった。同時に、この

ことは、臨時農地等管理令が農林省の政策意図ど

おり、あるいは法令に規定されたとおりに機能し

ていたことを前提に議論することを意味した。

このような研究状況を生んだ要因として、次の

3点を指摘しておきたい。第1は、従来の研究の

問題関心が必ずしも臨時農地等管理令に集まらな

かった点である。この点は上記したとおりである。

第2は、臨時農地等管理令の運用状況を示す資料

や運用実績を示すデータが公表されていないとい

う点である。一般に戟時期の諸政策については、

すぐに敗戦となったため、運用実績などが公刊さ

れないままになってしまったのであるが、臨時農

地等管理令についても同様であった。 『集成』 10

(539-542頁)に掲載された1941年-43年の実績

(「臨時農地等管理令実施状況調」)が、全国集計

値のみであったとはいえ、運用実績を示すものと

しては初めてのものであった(5サ。その他の、道府

県別の運用実績や運用上での問題点、政策効果な

どについて具体的に検討しうる資料は公表されて

いないのである。第3は、 『集成』以後の論稿に

ついてみても、少しでも運用実態を解明していこ

うという姿勢がみられず、 r集成』レベルの資料

状況に甘んじてしまった点である。臨時農地等管

理令について色々な議論を行うのは結構である
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が、具体的な運用実態の解明に基づかない検討で

は意味がない。運用実態を少しでも解明していく

努力が要請されているといえよう。

むしろ、本稿で注目したい先行研究は、戦時期

の国土開発や都市計画研究に関するものである。

この分野のほうが、近代農業史研究よりも刺激的

な論点を提示しており、実証的・理論的にも一歩

踏み込んでいた。ここで取上げるのは、岡田知弘

氏と沼尻晃仲氏の研究である(6)。岡田氏は、戟時

農地政策を農業的土地所有・利用と都市的土地所

有・利用との重層化した視点から再構成し、公権

力による農工調整のなかに臨時農地等管理令を位

置付ける立場を示している。沼尻氏は、戦時期に

おける国土計画構想の登場とそのもとでの工場立

地・土地統制を検討しているが、臨時農地等管理

令は中央政府による国土計画的な公法的統制の一

環として機能していない(そもそもわが国では公

法的な国土計画的土地動員としての性格が弱い)

との評価を示している。戦時下における公法的土

地統制の困難性を指摘している沼尻氏の研究は重

要である。両氏は戟時期の公法的統制の評価が食

い違っているが、ともに臨時農地等管理令の実績

を議論の中に組み込んでいた点に特徴がある。特

に、沼尻氏は広く資料を収集し読み込んでおり、

臨時農地等管理令についても的を射た議論を展開

している。両氏の臨時農地等管理令の評価につい

ては、最後に検討したい。

(1)臨時農地等哲理令は、農地潰廃の制限、耕作放棄地

の耕作強制、作付東和lJを規定していた。本稿で問題

にするのは、 JTi地抗廃の制限(臨時農地等'If理令第

3条・第5条.約7条)である.耕作強制(臨時農

地等管理令的8条)並びに作付統制(臨時農地等管

理令第10条)については、坂根裏弘「農地作付紋別

についての韮斑的研究」 (上)(下) r広島大学経済論

叢』 27-1、 27-2、 2003年、坂根義弘「農地問題と

地政:I:」 T代Hi口~トojtf卜Ct・�"fト、ftl

戦時体制期』農林統計協会、 2003年、坂根貢E・弘「戦

時期日本におけるEfl地作付統制政策の運用実態一長

野県の事例-」 r史学研究」 247、 2005年で検討折で

あるO

(2)たとえば、大内力r日本現代史大系　農業史」 (莱

洋経済新報社、 1960年、 273頁)や曙峻衆三r日本

農業問題の展開』下(東京大学出版会、 1984年、

326Jて)には、型どおりの法令内容の説明が数行な

されていたにすぎない。近年の専門古である森武麿

r戦時日本jfi一村社会の研究」 (東京大学出版会、 1999

年)や平賀明彦『戦前日本農業政策史の研究

1920-1945』 (日本経済評論社、 2003年、 339貫首)で

は、法令名も登場していないか、法令名とごく短い

説明があるだけである。

(3)小倉武一r土地立法の史的考察J農業評論杜、 1951

年、 746-763買、 r農林行政史j第1巻、 JTt林協会、

1958年、 603-610頁、 r農地制度:rf料集成」的10巻、

御茶の水井房、 1972年の「第二箭　臨時農地等-t?哩

令及臨時農地価格統制令」、細月大次郎r現代日本

農地政策史研究』御茶の水書房、 1977年、 964-993

IU

(4)たとえば、田rtl学「戦時農業統制」東京大学社会科

学研究所編rファシズム期の国家と社会2　蛇時日

本経済j東京大学出版会、 1979年、庄司佳作r日本

農地改革史研究J御茶の水書房、 1999年、約6串な

ど。

(5)ただし、節3条・約5条・第7条の件数・両税のみ

であり、郡業別・条件内容別についての全国タ…計偶

も示されていない。もっとも、道府県のhi地改革史/

誌では、それぞれの道府県の実績が掲載されている

場合がある。たとえば、 r青森県農地改革史」 1952

年、 312-315頁、 r静岡県農地制度改革誌」 1956年、

167-168頁、 r新捌活農地改革史　改革顛末J 1963

年、 397-399弱など.

(6)岡田知弘r日本,n本主義と農村開発』法律文化社、

1989年、第7ぎ汚、沼尻晃仲r工場立地と都市計画J

東京大学出版会、 2002年、第5章。

2、農地漬廃の進展
ここでは、臨時農地等管理令の運用実態の分析

に入る前に、臨時農地等管理令が制定・施行され

る直前1940年12月)までの耕地面積の増減並び

に耕地拡張・潰廃面積の動向を確認しておきた

い。

表1-1により1940年までの耕地面積(総数)

の動向をみると、 1937年までは着実に増加してい

たことが分かる。特に、 1936年までは、 1934年を

除き、毎年平均2万町歩から4万町歩近くの増加

をみせていた。その耕地拡張は主に開墾によって

いたのである(表1-2　　ところが、日中戦争

開始の1937年から様相が変わり始める1937年に
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耕地両税 (町) 前年との比較増減 (町) 指数 (1935年= 100

総 数 m 畑 総 数 田 畑 総 数 m 畑 総 数 田

5 .9 15 ,9 94 3 ,2 04 ,2 3 1 2 ,7 1 1▼7 63

3 8 .14 3 7. 677 30 ▼4 67

9 8 100 9 6 4 7 .7 53 .7

5 .9 54 ,13 7 3 ,2 1 1 c 2 ,7 42 ,2 30 9 8 100 9 7 4 7 .2 5 3 .4

5 .9 9 2 ,0 3 6 3 ,2 19 ,9 35 2 ,7 72 ▼10 1 3 7 .1 1, 027 29 ー8 7 1 9 9 100 9 8 4 7 .2 53 .3

6 ,0 28 ,764 3 ,2 25 ,6 28 2 .8 03 , 13 6 3 6 .72 8 5 .693 3 1.0 35 10 0 100 9 9 4 7 .2 53 .2

6 ,0 3 7,6 4 5 3 ,2 18 .4 40 2 .8 19 ー20 5 .88 1 ー7, 188 16 ー0 69 10 0 100 9 9 4 7 .0 53 .2

6 ,0 58 ,75 3 3 ,2 19 ,3 26 2 .8 39 .4 27 2 1 .10 8 886 20 ー2 22 10 0 100 10 0 4 6 .」 5 2 .9

6 ,0 8 5 ,8 8 7 3 .2 17 .6 2 .8 68 .20 1 2 7 ,13 4 l 1▼640 28 .7 74 10 0 100 10 1 4 6 .5 5 2 .6

6 ,0 98 ,4 3 5 3 .2 17 .9 29 2 ,8 80 .50 7 12 ,54 8 243 12 .3 06 10 1 100 10 1 4 6 .4 5 2 .2

6 .0 78 .28 3 3 .2 08 ,2 54 2 ,8 70 .0 28 -2 0 ,15 2 - 9 ,675 - 10 ,4 79 10 0 100 10 1 4 6 .6 5 2 .4

6 ,0 79 ,24 7 3 ,2 09 ,2 98 2 .8 69 .94 9 "til 1, 044 ー79 10 0 00 10 1 4 5 .」 5 1 .8

6 ,0 7 7 ,50 3 3 .2 06 .5 76 2 ,8 70 .9 27 - 1 ,74 4 - 2, 722 9 78 10 0 100 10 1 4 5 .5 5 1 .5

6 ,0 56 ,6 5 6 3 ,2 02 ,7 32 2 ,8 53 ,9 24 -2 0 ,84 7 - 3, 844 - 17 .0 03 10 0 99 10 1 4 5 .i

6 ,0 28 ,2 4 0 3 , 198 ,6 87 2 ー8 29 ,5 52 -2 8 ,4 16 -4 . 045 - 24 ,3 72 9 9 99 10 0 4 5 .9

5 ,9 82 ,6 84 3 , 177 ,4 69 2 ,8 05 ,2 15 -4 5 ,55 6 l2 1▼2 18 - 24 ,3 37 9 9 99 9 9 4 5 .8 -

5 ,9 02 ,9 74 3 , 143 .8 50 2 ,7 59 . 124 -7 9 .7 10 一3 3, 6 19 l 46 ▼0 9 1 9 7 98 9 7 4 6 .4

5 .4 04 ー6 9 1 2 .9 93 .2 18 2 ,4 1 1,4 73 - 49 8 ,28 3 - 15 0ー632 -3 47 .6 5 1 8 9 93 M i 4 6 .3

出典: r農林省統計表Jo
注: 1 1940年以前は、その年の12月末現在のもの1941年以降は、その年の8月1El現在のもの0

2)ただし、 1945年の千葉・広L'ム・大分については、 n林省への報告がないため、 1944年の若欠lllほ計上。沖縄の1944年・ 45年は　rni林'&統計表」
に項目がないため、 1943年の数値を計上。

は耕地拡張のトレンドが大幅に鈍り、 1万町歩の

拡張へと半減し、さらに1938年には一転して田畑

とも1万町歩、あわせて2万町歩の減少をみるの

である。ただし、このことは、田の拡張面積が

1934年以降急速に減少し、場合によっては減少に

転じている1934年・36年)こととして、すでに

兆候があらわれていた。耕地面積(総数)の拡績

は、主に畑の拡張によって支えられていたのであ

る。しかし、 1938年に、田に次いで畑も大きく減

少をみたことは、農林当局に大きな衝撃を与えた。

減少の原因は、開墾と荒地復旧面積の減少により

耕地拡張面積が例年より減少したのに加え、工場

等敷地や荒地面積の激増による耕地潰廃面積が増

加した点にあった(表1-2　工場等敷地と荒

地による漬廃両積は前年の2倍、 3倍を示してい

た。その後、 1939年には若干(千町歩)の増加を

みせるが、逆に1940年には2千町歩近くの減少を

示すことになる。主な原因は、開墾面積の停滞と

工場等敷地や荒地の増加にあった。これらの背景

には、 1937年の大型軍拡予算以降、毎年の軍事費

予算の拡大という背景のもとで、軍需景気の拡大

とともに軍需関連工場が急速に広がっていったこ

とがあった。
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このように臨時農地等管理令が制定・施行され

る直前の時期は、荒地復旧と開墾の停滞ないし減

少による耕地拡張の減少と工場等敷地による耕地

潰廃が進行し、食糧生産の土台である耕地面積そ

のものの減少という未曾有の事態を招いていたの

である。これに追い討ちをかけたのが、朝鮮・西

日本をおそった1939年の早害である。中国・四国

地方を中心に平年作の4割から3割の減収であっ

た。この年は北海道・東北・関東地方が豊作であ

ったため事なきを得たが、この年の秋には辛苦に

よる不作に加えて、渇水による電力不足への社会

不安が一気にたかまった。農林当局の衝撃は大き

く、土地改良に対する予算額が急増するなど食糧

増産への動きがにわかに積極化した"サ。

このような状況の中で、農地の拡張・改良政策

(開墾政策、農地改良政策、農業水利政策)を強

化する一方、食糧生産の土台である農地自体の潰

廃を抑制していこうという動きが強まるのは当然

であった。軍需生産が拡大しているなか、ある程

度の農地潰廃が進むのは止むを得ないとしても、

それを出来る限り最小限に抑え、かつ潰廃するに

しても生産性の高い農地(良田良畑)を回避する

という施策が求められることになったのである。



表1 -2　耕地拡張及び潰廃面積

紘 醍

単位:町

総 数 荒 地復 旧 開 墾 干 拓 . 埋 立 地 目 変換 総 数 工 場 等 敷 地 道路 等 敷 地 荒 地

5 1, 23 5 3 ,6 07 3 7 ,2 85 55 5 9 ,78 8 33 ,8 44 7 ▼04 1 3 .18 6 4 ,05 0

5 9. 07 9 3 ,3 9 1 8 ,6 65 62 0 6 ,4 04 2 1.4 64 3 ,6 09 3 ▼87 4 4 ,09 0

5 9. 21 1 4 ,3 95 50 ,5 29 79 5 3 ,4 9 1 2 1.3 5 7 3 .3 60 5 ▼16 1 3 ,74 2

6 0. 23 2 4 .3 20 5 1,2 6 1 1 ,04 2 3 ,6 10 29 ,3 66 4 ,2 46 1.72 4 4 ,24 8

4 9,4 0 5 3 .3 68 4 2 ,0 53 64 0 3 ,34 5 38 ,9 94 5 , 142 7 ,45 2 14 ,52 1

54 , 39 7 8 ,8 3 1 4 1,8 70 66 0 3 ,0 3 6 33 ,6 4 1 汁.6 -ll 6 ,27 9 ll .07 4

5 0, 92 6 7 ,6 10 39 ,6 21 93 4 2 ,76 1 24 ,8 2 9 4 ▼8 9 1 5 ,43 1 5 .36 1

3 8, 13 0 5 ,2 99 30 ,5 13 37 2 1 ,9 4 7 23 ,8 7 5 6 ▼74 2 5 ,33 9 3 .9 17

3 2. 34 6 3 .8 68 25 ,6 55 65 5 2 ,16 8 46 ,9 78 12 .6 15 4 ▼75 1 14 ,1 18

3 1. 72 1 7 ,3 46 2 1,7 5 1 5 16 2 ,10 8 30 ,9 5 2 9 .7 23 3 ,86 2 4 ,84 6

3 0. 66 7 5 ,3 28 22 ,3 66 72 7 2 ,2 4 5 34 ,4 6 8 10 .5 78 3 .5S S 7 ,5 12

Illft二　rei!こiAr托.H/J,

このような重い課題を背負って登場するのが、臨

時農地等管理令であった。

(1)この時期の耕地面積の動向、土地改良政策について

は、坂根嘉弘「資料　日本における戦時期農地・農

地政策関係資料(1)」 r広島大学経済論叢」 25-3、

2002年を参照いただきたい。

3 、臨時農地等管理令の運用実態

1 )臨時農地等管理令による

農地転用・農地潰廃の統制

臨時農地等管理令の主な内容は、第3条・第5

条・第7条の農地転用・農地漬廃の統制、第8条

の耕作放棄地の耕作強制、第10条の作付統制であ

った。このうち、本稿で検討するのは、第3条・

第5条・第7条の農地転用・農地潰廃の統制であ

る(1)。第3条は、農地の所有者・賃借人等がその

農地を耕作以外の目的に転用する場合は地方長官

の許可を必要とするというものであった。いわゆ

る自己転用の統制である。第5条は、農地転用の

ために農地の所有権・賃借権等を取得しようとす

る者は地方長官の許可を必要とするというもので

あった。つまり、転用目的の権利移動を統制する

ものであった。しかしながら,第4条・第6条に

はそれらの適用除外規定があり、国又は道府県が

かかわる事業や施設には適用されないことになっ

ていた。つまり、一般私人(民間)と市町村その

他の公共団体には適用されるが、国・道府県がか

かわる農地転用・農地漬廃には適用しないことと

されていたのである。ただし、 5000坪を超える大

口の農地転用・農地潰廃には国・道府県といえど

も農林大臣の了承や承認が必要とされていた。そ

れが第7条で、国の場合には、農地潰廃面積が

5000坪を超える場合には、主務大臣が自らなすと

きはその主務大臣が農林大臣と協議し(了承を受

け)、主務大臣以外の行政庁がなす場合にはその

主務大臣を経由して農林大臣の承認を受けること

になっていた。道府県の場合にも潰廃面積が5000

坪を超える場合には北海道庁長官又は府県知事は

農林大臣の承認を受ける必要があった。つまり、

国・道府県といえどもまったく自由に農地転用・

農地漬廃が行えたわけではなく、 5000坪(約1.7

町)を超える場合には農林大臣の了承・承認を得

なければならないという一定の制約が課せられて

いたのである。しかし、国又は道府県がかかわる、

いわば小口　5000坪以下)の事業や施設の場合は

フリーパスであったのである。もっとも、第7条

には「但シ軍機保護上支障アル事項二付テハ此ノ

限リニ在ラズ」との但吉があった。これについて

農林省は、 「軍機保謹上絶対に秘密を要する場合

には協議又は承認を要せずと蜂も之に依り軍関係

のものは総て之を要せずとするに非ず、施行規則

第十条に掲ぐる事項中支障なき事項に付ては協議

又は承認を必要とす」 (2)としていたが、実際には

フリーパスの状態であったと思われる。

以上を整理すると、 (D民間や公共団体の事業・

施設による農地転用・農地漬廃の場合には面積の

広狭にかかわらず第3条・第5条が適用され、 ②国
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や道府県のかかわる事業・施設による農地転用・

農地漬廃の場合には、その漬廃面積が5000坪以下

の場合には第3条・第5条は適用されずフリーパス

であり、 ③国や道府県のかかわる事業・施設でも

5000坪を超える場合には農林大臣の了承・承認が

必要であった。それに加え、 ④国や道府県のかか

わる事業・施設でも「軍機保護上支障アル事項」

については5000坪を超えていても事実上臨時農地

等管理令は通用除外の状態であった、という4つ

の場合があったことになる。

本稿では、上記4つの場合の臨時農地等管理令

運用状況を検討していくことになるのであるが、

以下では、 (丑の臨時農地等管理令第3条・第5条が

通用された民間や公共団体の事業・施設による農

地転用.農地漬廃の場合と、 (む③④の第7条にか

かわる国や道府県による農地転用・農地潰廃の場

合に分けて検討を進めたい。

(1)以下、条文解釈ならびに条文引用については、中央

物価統制協力会議r臨時農地価格統削令臨時農地等

管理令解説J 1941年5月、関谷俊作r日本の農地制

度』農業振興地域調査会、 1981年を参照。

(2)前掲『臨時農地価格続制令臨時農地等管理令解説」

77fl。

2)臨時農地等管理令第3条・第5条の

運用状況

ア)臨時農地等管理令第3条・第5条の許可申請基準

ここでは、臨時農地等管理令第3条・第5条の

運用状況を検討するが、 a初に第3条・第5条の

許可申請基準をみておきたい。臨時農地等管理令

第3条・第5条については臨時農地等管理令施行

規則で次のような許可申請基準が示されていた。

臨時農地等管理令施行規則1941年2月1日

農林省令第11号) (抄録)

第三条　令第三条ノ許可ノ申請ハ左ノ各号ノー

ニ該当セザル場合二限り之ヲ為スコトヲ得

但シ巳ムヲ得ずル事由アル場合ハ此ノ限二

在ラズ

ー　当該農地ヲ耕作以外ノ目的二供セントス

ル事業又ハ施設ガ時局二緊要ナラザルモ

ノナルトキ

二　当該農地ヲ耕作以外ノ目的二供スルコト

ニ因り附近ノ農地又ハ作物二著シク被害

ヲ及ボス虞アルトキ又ハ当該農地ノ耕作

者ノ生活ノ安定ヲ著シク害スル虞アルト

キ

三　当該農地ガ国又ハ道府県ノ助成ヲ受ケ造

成又ハ改良セラレタルモノ又ハ農地調整

法ノ規定二依ル自作農創設維持事業二依

り創設又ハ維持セラレタルモノナルトキ

第七条　令第五条ノ許可ノ申請ハ左ノ各号ノー

ニ該当セザル場合二限り之ヲ為スコトヲ得

但シ巳ムヲ得ザル事由アル場合ハ此ノ限二

在ラズ

ー　第三条各号ノーニ該当スルトキ

二　所有権、賃借権、地上権其ノ他ノ権利ヲ

取得シタル後相当期間内二当該農地ガ一

定ノ目的二俣セラルル見込ナルトキ

この臨時農地等管理令施行規則第3条並びに第

7条で「許可の一応の方針」 (1)が示されている。

許可申請基準は、農外転用の施設・事業が「時局

二緊要ナラザルモノ」 (第1号)かどうか、農外

転用により「附近ノ農地又ハ作物二著シク被害ヲ

及ボス虞アル」 (第2号前段)かないか、あるい

は「当該農地ノ耕作者ノ生活ノ安定ヲ著シク害ス

ル虞アル」 (第2号後段)かないか、であった。

第1号の「時局二緊要」なる事業は、農林省も認

めているように「非常に抽象的」 (2)であったが、

具体的には例えば臨時資金調整法施行令第9条に

列記されている事業(航空機製造事業、金属工機

械製造事業、兵器及兵器部分品製造事業、鋼船製

造事業、製鉄事業、産金事業、石炭事業、石油鉱

業・石油精製業及石油輸入業)を典型例としてあ

げていた(3)。要するに、 「時局二緊要」なる事業

の典型例として軍需乃至関連鉱工業を想定してい

たことは明白であった。第2号前段の「附近ノ農

地又ハ作物二著シク被害ヲ及ボス虞」については

煙害や毒水などによる被害あるいは用排水路や農

道の破壊の虞などで、それについての適当な除害

設備などがない場合であった。第2号後段の「当

該農地ノ耕作者ノ生活ノ安定ヲ著シク害スル虞」

については、離作に際しその耕作者の生活を害す

ることがないように、代地の提供や相当の作舵料

支給、転業の保証などを想定していた(4)。さらに

農林省は「臨時農地価格統制令・臨時農地等管理

令要綱質疑応答」では、第3条・第5条ともに

「出来得ル丈良田、良畑ヲ潰廃スルコトヲ防止ス
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ルト供二潰廃スルノ巳ムヲ得ザル事情アル場合二

於テモ可及的二必要最小限度二止マラシムルコト

ヲ根本原則トシ」としていた(5サ。つまり、農林省

の意図は、農地転用が時局に緊要かどうか、農地

転用が附近の農地や作物に害を与えないかどう

か、当該農家の生活を脅かさないかどうか、を許

可申請方針とし、許可する場合にも良田、良畑の

漬廃防止を第一に、出来る限り面積も限定する、

というのが基本方針であった。

とはいっても、 「時局二緊要」かどうかなどに

ついては、判断に幅が生じる余地が大きかった。

これが次に検討するように許可内容の地域別差異

となってあらわれることになるのであるが、加え

て農林省は第3条・第5条の許可については、

「特二食糧農産物等ノ確保ヲ期スルハ勿論ナリト

錐モ其ノ他産業、交通、厚生政策等諸般ノ要請二

付テモ留意スルコト」という通牒を出している(6'。

つまり、 「産業、交通、厚生政策等諸般ノ要請」

については配慮する旨の通牒であった。岸良一農

政局長は、この点については、 「中々難かしい問

題であります」が、 「実情に即して円滑なる運営

を致し」たい旨を述べるにとどまっている(7)。

表2　臨時農地等管理令実施状況

(A)第3条

「産業、交通、厚生政策等諸般ノ要請」の意味す

ることの具体像を全体的に明らかにすることは今

のところ出来ないが、その一つが軍需乃至関連事

業への特別な配慮であろうことは想像に難くない
(8)

0

では、臨時農地等管理令の具体的な運用状況は

どうであったのであろうか、次に検討したい。

イ)全国的な運用状況

最初に、臨時農地等管理令第3条・第5条の全

国的な遺府県別運用状況を検討しておきたい。道

府県別申請事件処理状況一覧表は、 『臨時農地価

格統制令処理状況及び処理令実施状況j (農林省

文書)に、 1942年・43年の2カ年分の臨時農地等

管理令第3条・第5条が残されているのみであ

る。これらの諸表は、坂根嘉弘「資料　E]本にお

ける戟時期農地・農地政策関係資料(4)」 (r広島

大学経済論叢』 27-3、 2004年)に、表2-2-

1-表2-513の12表で紹介した。以下の検討

はこれらの諸表によるが、紙幅の関係もあり、こ

の12表のそのままの再掲はおこなわないので、基

礎データについては前掲拙稿「資料　日本におけ

単位:町

蝣I'm 芯

~fJ

中吉L7件

数

処理件数 申訂i-J通許可 条作付許可 許可合計 不許可 巨 斉

件数 ⊥面積 件数 面杭 件数 面杭 件数 面杭 件数 両m 」」
O 5,2 88 5 ▼0 54 2 ,1 11 2 ,7 43 1, 53 1 1 ▼72 5 2 83 4 ,4 68 1, 81 4 58 6 2 97 2 34 1 2 %

、「 5,0 56 4 ー8 0 3 1 .72 3 3 .0 17 1, 349 1 ,27 3 1 65 4 ,2 90 1, 51 4 5 13 2 09 2 53 1 1%

ゥ 4 ,7 64 4 ,54 7 66 3 2 ,8 47 4 5 1 1 .23 2 1 35 4 ,0 79 58 6 蝣ItiS 77 2 17 1 0 %

(∋ 3 ,4 7 1 3 ,4 3 3 1 ,98 6 2 ,3 79 1, 544 66 8 24 3 3 .0 47 1, 78 7 38 6 1 99 38 1 1%

ゥ 3 ,0 64 3 ー0 3 2 58 0 2 .0 65 4 47 64 9 9 0 2 ,7 14 53 7 3 18 4 9 126 1 LV ,

(B)第5条
194 1年度 (D 6 ,5 49 6 ,3 2 2 2 .06 9 4 .2 12 1,3 12 1 ,59 0 5 95 5 ,8 02 1,9 0 7 52 0 1 62 2 27 8% 8 %

1942年度

O 8 ,7 95 8 .17 7 2 .66 1 5 .3 79 1,2 18 2 ,02 6 1 ,1 55 7 ,4 05 2 ,3 7 3 77 2 ss 6 18 9% 11 %

ョ 8 ,4 10 7 ,8 4 6 1 ,35 9 5 ,2 03 8 20 1 .92 9 3 88 7 , 132 1, 20 8 7 14 1 51 5 64 9% 11 %

1943年度

① 7.9 59 7 ,9 5 6 7 ,43 7 5 ,3 38 1.9 86 1 .83 0 5 ,1 38 7 , 168 7, 124 78 8 3 13 3 1 0% 蝣Il¥.

+ 6 ,9 93 6 .8 4 7 2 ,07 7 4 ,6 26 9 19 1 .58 5 9 76 6 .2 1 1 1,8 9 5 63 6 is: 2 92 9% 9 %

(C)第3条第5条合計
19 11キ ① 1 1▼8 37 ll .3 76 4 .18 0 6 .9 55 2 ,8 43 3 ,3 15 8 78 10 ,2 70 3 ,7 2 1 1 .10 6 150 16 1 1 0% 11 %

1942 年度

叶 13 ,8 5 1 12 .9 80 4 .38 4 8 ,3 96 2 .5 67 3 ,29 9 1 ,3 20 l l,6 95 3 ,8 8 7 1 ,28 5 49 7 8 7 1 1 0% 11 %

② 13 , 174 12 ,3 93 2 ,02 2 8 ー0 50 1.2 7 1 3 .16 1 52 3 l l.2 1 1 1,7 94 1 ,18 2 ーーs 7 8 1 1 0% 11 %

1943年 度

Lf l l l,4 30 ll ,3 89 9 ,42 3 7 .7 17 3 ,5 30 2 .4 9 8 5 .38 1 10 ,2 15 (.9 1 1 1 .174 5 12 4 1 1 0% 5 %

⑦ 10 ▼0 57 9 ,8 79 2 ,66 3 6 ー6 9 1 1.3 66 2 ,23 4 1 ,06 6 8 ,9 25 2 ,4 3 2 95 4 I l l 4 18 1 0% 9 %

(Il.*! : rC吐m iritisてJ 10.は,.サ5"忙fct:1托　　t-Iftl..tIとこ-sjit蝣;㍗-1二施1I、刈:it,-1,-蝣こ.「。

荏: 1) ①は「臨時農地等w理令実施状況調」 (r集成1 10、 539Ii卜5420)によるもの。

②はr脚J"i地価格維訓令処理状況及び処理令実施状捌見様'&文吉によるもの0

2　1941年度は、 2J】-12月の数倍o他は1月～12月の数値O
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る戟時期農地・農地政策関係資料(4)」を参照い

ただきたい。

まず、申請件数(カッコは許可件数)について

であるが(表2)、全国合計件数は、 1942年の第

3条4764 (4079)件、第5条8410 (7132)件、

1943年の第3条3064　2714　件、第5条6993

(6211)件であった。第3条より第5条のほうが、

1943年より1942年のほうが多くなっている。第3

条は自己転用であり、第5条の転用目的の権利移

動が多くなることは容易に予想できる点であっ

た1943年より1942年のほうが多くなっているの

は、工場建設・労務者住宅などによる転用が1942

年のほうが活発であったことによろう。

以下、申請件数・面積により上位・下位の道府

県をみておきたいのであるが、まず1942年の第3

条・第5条及び1943年の第3条・第5条を合計し

た申請件数をみておくと(表3-1) 、上位10

府県では、愛知1933件、神奈川1652件、大阪1588

件、東京1383件、埼玉1343件、兵庫1084件、福岡

1027件、茨城857件、広島759件、千葉702件であ

り、この上位10府県で半数を超えていた。逆に、

下位10県は、滋賀49件、福井74件、高知108件、

青森111件、秋田129件、徳島133件、山形138件、

鳥取142件、沖縄156件、奈良188件となる。申請

面積では、北海道663町、栃木584町、神奈川341

町、愛知254町、大阪203町、福岡189町、東京180

町、兵庫170町、埼玉149町、茨城134町、群馬134

町が上位となる.件数上位では登場しなかった北

海道、栃木、群馬の面積が大きくなっている。特

に、北海道と栃木が突出している。申請面積の下

位は、滋賀9町、徳島11町、福井12町、青森17町、

高知18町、山形22町、和歌山22町、奈良24町、鳥

取26町、沖縄29町である.滋賀や徳島、福井は10

町前後であり、かなり少ない。総じて、申請件

数・面積の多い道府県は、北海道と都市・都市近

郊地域であったといえる1942年・43年別、第3

条・第5条別にみると、第3条は、単年度では、

多い道府県で300件前後(1942年大阪の642件は突

出した件数)であったが、第5条は多い道府県で

は500件から1000件に達しており、第3条よりも

はるかに多い申請件数であった。特に、 1942年の

東京1019件、神奈川758件、愛知867件、埼玉613

件、並びに1943年の愛知807件、神奈川513件は突

出していた。申請件数の多寡は、基本的には、戟

時期の各地域における軍需関連産業・鉱工業部門

の拡張やそれに伴う労働者などの移動の状況(陸

海軍施設増設などによる移動も含む)に規定され

ていたとみていいであろう。また、次に事例分析

として取上げる滋賀県と茨城県は、多寡それぞれ

の代表的地域であったが、これは、軍用地等によ

る農地潰廃面積がこの両県で対照的であったこと

が背景にあったとみられる。軍需関係潰地調

(1941年1月～12月)によると、茨城県の潰地原

因別調では、軍用地391町、軍需工場敷地13町、

軍需鉱業其他53町、計458町であったのに対して、

滋賀県では、軍用地2町、軍需工場敷地1町、軍

需鉱業其他6町、計9町にすぎなかったのである

(,0,。なお、 1件当面積はだいたい1反から3反程

とかなり小さな地片であったが、第3条よりも第

5条が、 1942年よりも1943年が、より大きくなっ

ていた。これは主に工場建設の面積が、第3条よ

り第5条のほうが、 1942年より1943年のほうが、

より大きかったことによる。ただし、北海道は1

件当1町から3町程度と特別であり、また、 1943

年第5条の栃木県も4.6町と特別であった(1件

当14町に及ぶ工場建設37件による)。

次に、不許可率(不許可件数÷処理件数(申請

件数一未済件数))をみておきたい。まず、全国

平均(表2)をみると、資料により若干異なるが、

ほぼ10%前後であったことが分かる。ただし、こ

れには大きな地域的格差が存在した1942年第3

条では、不許可率上位から順に長崎36%、青森

35%、京都・東京34%、島根33%、石川32%、滋

賀25%、富山24%、宮城21%で、 10%以上が18府

県。他方、 0%は新潟、愛媛、静岡、鳥取、岡山、

岩手、秋E日、山形、栃木、山梨10県であった。

1943年第3条では、上位は青森48%、新潟40%、

石川・京都36%、兵庫30%、長野29%、長崎・広

島・大分27%、富山20%で、 10%以上は20府県。

他方、 0%は岩手、山形、福島、栃木、福井、山

梨、岐阜、静岡、滋賀、鳥取、島根、岡山、徳島、

熊本、宮崎、鹿児島、沖縄の17府県で、全国平均

は特に変化はないが、 1943年のほうが42年より、

より両極に分化した形となっていた。第5条では、

1942年で、上位は長崎34%、東京28%、奈良23%、

京都19%、富山・石川17%、兵庫・青森14%で、

10%以上は10府県。他方、 0%は秋田、山形、福

島、新潟、福井、山梨、静間、岡山、徳島、愛媛、
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表3-1　臨時農地等管理令第3条・第5条(1942年・43年)申請事件処理状況 単位:皮

府県名
申請

件数

処理

ft I t

申請

面積

申 請 通 許 可 条 件 付 許 可 不 許 可 未 済

件 数件数 田 畑 計 件数 田 畑 計 件 数 両 校

北羅近 6 76 6 51 6 62 7 6 14 89 5 4 78 7 5 68 3 6

7

4 7 47 3 1 8 97 3 1

青 森 1 1 1 1 03 16 9 5 4 6 4 4 3 10 6 2 0 9

77

¥6 29 47 8

9

岩 手 20 9 2 09 蝣19 5 20 7 9 8 38 9 4 8 6 1 0 0 1 9

宮 城 20 2 1 97 3 13 1 16 3 3 7 1 10 3 5 1 3 7 114 30 126

秋 田 12 9 1 24 29 5 8 0 9 4 7 8 17 2 3 2 5 0 26 76 12

3

47

2

5

山 形 13 S 137 22 4 12 7 6 9 9 0 15 8 10 2 2 44 66 1

福 島 26 7 2 52 50 9 23 2 29 0 16 9 4 5 8 17 u 3 7 49 20

茨 城 85 7 8 69 134 4 7 70 9 7 90 7 1004 74 "V 25 1 2 83 25 58 ¥2

栃 木 2 78 2 61 5 83 6 18 8 5 2 19 1 24 3 l<ii 4 8 7 5 065 5 553 7 40 17

47

打 K 4 29 4 29 133 8 23 8 2 4 蝣IS S 5 12 15 9 12 1 62 5 746 32 80

埼 玉 134 3 13 18 149 1 48 8 7 7 蝣10 9 ・18 5 70 8 5 7 702 759 ¥22 2 47

千 乗 70 2 b 77 90 3 54 2 14 5 ・Illl 55 8 9 5 6 7 152 220 40 126 30

東 京 138 3 13 59 180 3 92 2 U S P-13 106 0 34 0 10 1 10 1 4 03 6 4 1 24

神 奈川 165 2 14 35 3 40 5 105 6 60 9 159 1 2 20 0 200 196 5-1ォ 6 56 179 5 49 LM 7

f i ;局 26 7 2 53 5 1 2 18 27 4 20 9 蝣IS 3 10 l l 16 27 25 3 1 19

富 山 3 5:' 3 L'S 65 8 14 7 19 6 4 0 23 6 12 9 2 64 29 293 52 129 39

石 川 3 11 3 30 7 12 18 9 26 0 10 4 36 4 6 6 10 2 74 175 75 173 16

14

福 井 7 4 74 1 16 2 9 14 7 2 ¥ 44 6 5 25 9 1 1

24

3

13

山 梨 20 3 20 3 29 8 17 2 8 2 16 1 24 3 3 1 1 6 40 56

長 野 38 1 3 81 7 13 20 ? 13 6 36 3 4 9 9 8 8 7 1 13 1 2 0 1

岐 阜 3(i(i 3 52 50 5 34 2 23 1 24 3 4 74 7 2 2 0 O -i 3

135

9

148

静 岡 65 5 6 29 114 7 19 5 24 9 '.2 3 4 7 3 434 3 6 2 3 13 6 75 26

愛 知 193 3 174 7 2 53 9 156 3 100 1 122 8 2 22 9 4 9 8 3 78 16 1 186

三 重 30 5 30 0 17 9 26 5 2 15 18 5 39 9 19 14 37 50 16 29 5

87

滋 賀 4 9 4 9 9 2 3 7 4 0 4 3 8 3 s 5 ・1 7 4 2

京 都 3 16 3 16 47 8 19 6

66 7

13 2

63 4

13 0

3 15

26 2

94 9

4 0 3 J 39 7 1 80 146

3 66

大 阪 158 8 15 88 2 03 0 1484 135 7 673 2 030 104

兵 躍 108 4 9 97 170 4 15 S 3 2 7 6 1 3 89 17 2

奈 良 18 8 1 76 24 4 10 7 9 5 5 1 14 7 4 0 4 8 15 63 29 34 12

和 歌山 2 14 2 0 1 22 3 15 0 9 3 7 0 16 3 3 3 L I 2 7 48 18 12 13

l'¥ 14 2 1 35 25 7 1 _3 13 5 8 5 22 0 10 2 8 s 3 7 2 1 7

島 根 28 2 2 77 4 10 8 3 4 7 14 6 1 16 8 23 2 90 32 1 26

6 1

27

72

5

岡 山 3 23 2 96 45 9 2 59 27 1 13 2 蝣10 3 3 7 4 2 13 5 5 27

広 島 7 59 7 54 90 0 63 2 50 0 27 2 77 2 6 1 3 6 20 56 85

山 口 5 23 5 18 68 5 33 0 2 10 10 8 3 19 12 4 2 13 6 1 274 64 92 5

徳 島 133 1 2 1 1 14 8 3 2 8 3 6 6 4 3 7 2 ?) 24 49 1 1 12

香 川 蝣IK ヱ 4 05 4 16 1S I 8 2 4 4 12 6 20 8 25 6 7 263 16 28 15

愛 媛 3 59 3 -IS 6 19 3 20 32 7 20 1 53 0 8 1 9 2 9 48 18 40 2 ¥

47

3:

高 知 108 1 08 18 2 72 8 0 5 1 13 0 2 8 2 7 18 4 5 8 7

福 岡 10 27 10 09 188 5 6 t>l 64 6 44 2 108 8 2 15 32 3 27 3 59 5 130 2 0 1

佐 賀 3 58 3 58 83 9 1 35 lb S 6 3 23 1 2 18 50 6 9 7 60 3 5 5

長 崎 o L_ 3 07 4 71 2 03 14 2 17 7 IIS 10 7 4 6 53 94 99

熊 本 4 02 3 94 52 1 3 51 16 2 26 1 蝣12 3 3 4 3 4 44 79 9 20 18

大 分 4 8 1 3 94 52 3 3 32 23 0 22 5 46 6 2 6 1 6 2 6 蝣1_ 36 15 87

1 199

宮 崎 3 64 3 64 48 7 3 32 13 6 25 6 39 3 2 6 蝣15 4 5 90 6 5

鹿児島 3 85 3 85 52 3 3 35 24 1 20 6 44 7 4 3 2 6 3 6 6 3 7 14

沖 縄 156 156 29 4 1 26 2 1 16 1 18 2 9 7 16 8 17 5 1 1

計 2 32 3 1 2 22 72 4 684 7 14 74 1 9 72 2 16 63 2 636 5 5 39 5 5 63 8 10 25 3 15 89 2 2 136 4 590

出典: r臨時農地価格統制令処理状況及び処理令実施状況J農林省文部o
Ti : l i　-'こP上'iVT.naji:こifこ:i;i l-iirCLfl三、。

2)東京の1943年那3条.節5条は不明である0
3)次の注記を参照O福井県「条件付許可」には「共ノ他」 0.3反、鳥取県「申請通許可」には「共ノ他」 0.518反、大分県「申請通許可」には

「其ノ他」 ll.828反、がある。
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宮崎、沖縄の12県であった。 1943年第5条は、上

位は長崎28%、京都25%、秋田・青森24%、宮城

20%、石川・山口19%、福岡17%、兵庫・奈良

16%で、 10%以上は19府県.他方、 0%は北海道、

岩手、山形、福井、山梨、静岡、鳥取、岡山、徳

島、佐賀、沖縄の11道県であった。 1942年・43年

の第3条・第5条を通して不許可率が高い府県も

低い府県も幾つかの府県では共通していた。不許

可率が高い府県は青森、富山、石川、京都、長崎

で、低い府県(0%)は岩手、山形、山梨、福井、

静岡、岡山、鳥取、徳島、沖縄であった。不許可

率が何故これほどの帽をもったのかについては非

常に興味ある問題である。つまり、許可になる可

能性が低い申請を行っていたのか、あるいは行政

側の許可基準が厳しかったのか、ということであ

るが、資料の関係で、これらの個別事件ごとの処

理状況が分からないため、残念ながらこれ以上の

具体的な状況は分からない。この点については、

次の茨城県と滋賀県の検討で触れるが、行政側の

対応差によるところが一因であろうことを指摘し

ておきたい。

次に、条件付許可の条件内容をみておこう(表

3-2 。 1942年の第3条・第5条と1943年の第

3条・第5条をすべて合計した条件内容別の割合

をみると、面積縮小15%、一時耕作30%、 「工事

着手時期ノ指定」 (以下、工事着手時期指定とす

る　21%、被害防除施設11%、転業斡旋0%、作

柾料支給7%、毛上補償1%、代地提供3%、其

ノ他11%となる。面積縮小、一時耕作、工事着手

時期指定で66%と3分の2を占めており、食糧増

産政策を前提にした対応がなされていたことがう

かがえる。ただし、条件付許可件数は道府県別に

かなり偏在しており、面積縮小では静岡214件、

神奈川112件、一時耕作では埼玉527件、静間248

件、大阪592件、香川130件、工事着手時期指定で

は大阪803件、の件数が突出していた。他方、被

害防除施設、転業斡旋、作離料支給、毛上補償、

代地提供といった生産者サイドへの配慮はそれほ

ど多くはなかったと言わざるを得ない。特に、戟

時期に一般化するとみられた作離料支給がそれほ

どでもなかったことが確認できる.作辞料支給で

特徴がある府県は、次に検討する茨城県であった。

茨城県では条件付許可の91%が作離料支給となっ

ている。その他、宮城25%、秋田32%、石川25%、

島根32%、岡山24%、山口27%、徳島27%、熊本

21%となっていたoこれらの相違が出る要因の一

つは、行政側(特に地方小作官)の姿勢・対応に

あったのではないかと思われる。

最後に、事業別件数である(表3-3-1)c

農林省は、農外転用する場合の事業別として、工

場建設、労務者住宅、一般住宅、「倉庫又ハ事務

所」、材料置場、運動場、造植林、採掘場に類別

している1942年の第3条・第5条と1943年の第

3条・第5条をすべて合計した事業別件数の割合

をみると、工場建設14%、労務者住宅10%、一般

住宅46%、「倉庫又ハ事務所」(以下、倉庫事務所

とする)9%、材料置場3%、運動場2%、造植

林2%、採掘場3%、其ノ他12%となる。一般住

宅が46%と半数近くをしめており、次に工場建設、

労務者住宅、倉庫事務所が続いているが、材料置

場、運動場、造植林、採掘場は9-r>iLiOで少なか
った。時局に緊要なる事業に直接関係すると思わ

れる工場建設、労務者住宅、倉庫事務所、材料置

場、採掘場は合計36%、全体の3分の1程度であ

った。以上は件数別割合であったが、次に面積に

よる事業別割合をみておくと(表3-3-2:、

工場建設37%、労務者住宅13%、一般住宅14%、

倉庫事務所5%、材料置場2%、運動場3%、造

植林10%、採掘場3%、其ノ他14%となっている。

面積別では、工場建設と造植林がかなり比率を上

げ、逆に一般住宅が14%へと大きく比率を下げて

いる。ここには1件当事業規模の差異が明瞭に表

れている。時局に緊要なる事業に直接関係すると

思われる事業の比率は60%であり、面積からみる

と3分の2近くにまでなっている。道府県別に事

業別割合の特徴をみると、工場建設の割合が全体

的に高いのが山形、福島、栃木、新潟、石川、福

井、山梨、愛知、滋賀、鳥取で、件数割合が最も

高かったのが鳥取の36%、面積では栃木の95%で

あった。特に、栃木は全国の工場建設許可面積全

体の35%を一県のみでしめており、飛び抜けた存

在であった(次いで愛知7%、神奈川6%、北海

道・群馬・大阪4%で、大方の府県は1-2%程

皮)。次に、一般住宅であるが、全体に高かった

のは、茨城、埼玉、千葉、東京、大阪、和歌山、

宮崎、鹿児島であった。全国の一般住宅面積全体

でみると、大阪11%、茨城・埼玉9%、神奈川

8%、東京7%、愛知5%となり、都市あるいは
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表3-2　臨時農地等管理令第3条・第5条(1942年・43年)条件付許可の条件内容

府県名
条 件 付

許可件数

条 件 内 容 別

面積縮小 一時‡肘乍

工事着手

時 期 ノ

指 定

被 害防除

施 設
転業斡旋

作離料

支 給
毛上補償 代地提供 其ノ他 計

北 i毎 逆

去 森F]

岩 手

宮 城

6

20

1

5 1

3

14

1

12

1

2

1

4 7

1

4

2

6

1

13 4 3

2

6

8

6

2 1

1

53

f v m 32 4 3 4

1

3 l l

67

4

1

1

4

2

1 3 4

山 形

福 L13

茨 城

10

17

74

2

17

1

6

2 5

3

0

1

19

12

17

7 4

栃 木 66 14 V2 9 4 4 8 7

群 馬 159 15 1 2 35 1 5 4 0 103 2 12

埼 玉 7 08 8 4 rl 4 lJti 70 16 3 4 83 4

千 乗 95 5 9 4 ,s 10 10

7

19

1

1

1

1

6

8

2

7

3

1 2

1

1

2

4 0

1 10 0

Ji 蝣(・; 34 9 10 l l 6 5 4 1

神 奈 川

新 潟

(,蝣・; in

2 00

10

129

l lLl

3

13

3 7

2 2

l l

85

3 1

ll

1

8

2 1

6

24

20 1

10

15 2

石 川 66 8 2 8 3

1

4

15 7 6

福 井 4 4 1 9 8 5 0

山 梨 3 1 ll 1 s 10 3 1

長 野 88 6 0 5 4

5

4

6

13

14

1

1

8 8

岐 阜 7 1 1 1

b

6

7

静 岡

愛 知

三

滋 賀

京 都

4 34

4 9

19

8

4 0

2 14

8

7

18

19

24 8

1 0

4

l l

10 4

1

2

56 6

4 9

19

8

4 2

大 阪 14 84 59 2 8 03 10 9 6

109

1 15 12

兵 庫 158 1 0 97 3 2

3

6 8

19 15 8

奈 良 4 0 3 4 15 4 3

和 歌 山

鳥 取

島 根

33

10

168

1

7

9

17

3

6

3

2 1

7

84

3 4

10

34 6

M III 37 1 1 8

17

7

4 9 3 l l

30

3 7

.ft 6 1 3 3 5 7 10 2 6 1

山 口 124 ll 1 4

13 0

6 37 12 s 13 5

徳 島 37 2 0 1 10 3

12

1 2 3 7

香 川 2 08 10 57

蝣1

1

32

1 0

1

1

s

2 16

愛 媛

高 知

s

28

4

3 4

3

5

1

13

s

2 9

福 岡 _M 5 4 3 Si 4 5 14 47 26 5

ft R 2 18 2 6

1

13 32

1

2 1

1

7

7

1

2

5

1

1

6 149 25 6

長 崎 10 7 1 2 10

熊 本 34 4 1 3

l l

3 3 4

大 分 26 1 2 6

1

12 80

16 2 6

宮 崎 26 9 1 1 14 2 6

耽 児 島 4 3 2 3 n 2

66 1

1 4 4

沖 縄 29 ll 5 2 l l 3 J

計 53 95 9 11 1 83 0 14 4 49 8 1 194 6 90 6 1 10

山典: r臨時農地価格統制令処理状況及び処FP.令実施状況j農林省文刊=.
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表3-3-1臨時農地等管理令第3条・第5条(1942-43年)事業別件数

府県名 I 場 建設
労務者

住 宅
一般住宅

介醇又ハ

事 務 所
材 料置場 運動場 造柄林 採掘場 其 ノ他 合 計

北 海 道 80 47 80 3S 6 5

6

4

317

2

7

1

1

1

1

1

3

6

44 620

青 森 5 4 31 16 1 17 74

岩 手 ・~>r 12 82 22 12

6

4 1 208

宮 城 24 13 88 12 7 L3 167

秋 田 ~3 6 29 2 1 3 20 112

山 形 34 10 45 28 7 1 2

7

10 137

福 島 70 20 b7 46 10 4 32 249

茨 城 83 20 601 72 10 15 29 844

栃 木 56 12 ll" 2b 6 1 1 30 254

群 馬 66 Li 178 58 19 3 ll 35 397

埼 玉 ユ15 46 865 74 13 9 1

3

73 1ユ96

千 乗 91 2¥ 13-1 39 8 2 42 637

東 京 71 80 710 31 15 2 44 956

神 奈 川 129 249 696 44 7 1 1 129 1256

新 潟 68 19 32 45 4 3 24

3

9

32 228

富 山 64 23 89 42 14

r,

1 53 286

U ill 79 ll 30 46 3 83 255

福 井 22 4 lLI 23 1 4 73

山 梨 59 3 72 29 10 6 14 203

長 野 84 20 53 !<;> 9 20 o S3 357

岐 阜 65 17 4 1 33 u Lj 72 84 349

静 岡 M O 39 219 75 17 60 8 70 629

愛 知 266 547 500 78 22 2 ¥ 1 177 1612

三 重 60 35 97 32 20 1

8

3 25 274

滋 賀 9 4 5 10 14 1 2 45

京 都 32 ll 124 25 7 1

13

28 236

大 阪 M l 78 952 107 50 6 146 U S-1

兵 庫 96 189 244 81 49 ll ll 131 825

奈 良 26 7 39 24 14 3 2 14 IS 147

和 歌 山 13 9 97 ・)・蝣> 13 6 1

1

1

8

2 1 1S3

!"!> 耶 48 3 31 17 14 3 17 133

島 根 48 9 29 54 12 10 8 1 251

V-) ID 33 28 47 70 57 9 8

19

175

53

44 296

広 島 110 47 375 55 29 21 55 693

山 口 19 41

1

251 35 18 7 1

2

3

10

4

ti3 454

徳 島 IS 50 20 9 1 22 120

香 川 15 114 26 8 ll 39 389

愛 車宏 42 48 92 44 10 1 89 328

高 知 32 7 21 13 6 1 2 1 101

福 岡 83 98 345 60 10 24 203 879

佐 賀 30 16 47 39 18 20 117

3

66 353

長 崎 35 13 106 6 1 1 51 2 13

熊 本 48 10 200 62 10 6 46 385

大 分 37 2 195 37 V2 ll 3

3

587

51 358

宮 崎 37 b 260 10 ll 8 26 358

庇 児 島 45 4

1916

276 33 4

609

3 6 378

沖 縄 7 117 7 6 1 17 155

計 2786 9192 1872 371 367 2437 20137

山吟: rE三air.忙ais!モ蝣VI令arf-1,;1:1とび'性f?/¥㌻実ォKl＼ UJ KItta軋,
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表3-3-2　臨時農地等管理令第3条・第5条(1942・43年)事業別面積 単位:反

府県 名 工場建設
労務者

住 宅
一般住宅

倉庫又ハ

事 務 所
材料置場 運動場 造椎林 採掘場 其ノ他 合 計

北 海 道 62 4 32 2 2 29 16 7 52 29

33

19

4 0 10

19

7 3

0

1

1

2

ll

1 8

88

2 7 7 5 7 29

青 森 3 3 2 1 14 18 2 34 122

岩 手 8 1 56 6 1 19 19

10

109 48 6

宮 城 6 4 L'5 57 12 IS 4 2 2 17

秋 田 7 1 25 14 3 4 10 64 2 17

山 形 12 3 q 4 1 2 0 10 2 7

3 7

12 2 24

福 島 2 18 84 33 3 7 12 3L> 85 50 1

茨 城 33 5 8 5 5 2 1 8 5 17 53 79 128 6

栃 木 5 49 1 30 69 18 8 14 1 163 5 79 5

群 馬 68 5 156 80 8 8 19 ll l l 2 08 125 7

埼 玉 33 7 118 5 20 8 1 16 20 5

13

14 6 124 3

千 乗 3 14 5 8 2 53 2 7 4 8 11 1 7 77

東 京 "0 1 28 2 4 33 5 0 22 6 153 116 1

神 奈 川 88 9 9 70 4 75 7 0 9 1 6 4 35 2 85 5

新 潟 26 7 90 18 2 9 6 5 17

5

2 1

76 50 9

富 山 14 0 ¥2i 4 6 34 38 2 14 5 52 8

石 川 "(3 1 4 2 20 4 4 0 6 2 0 1 5 77

福 井 6 4 1 2 5 13 10 1 7 112

山 梨 15 4 2 2 30 16 24 21 9 29 8

長 野 26 0 8cS 22 S 2 8 70 17 IK 70 0

岐 阜 18 2 50 17 3 0 10 60 34 11 1 49 6

静 岡 4 3 7 147 14 9 6 7 15 2 50 6 7 5 114 7

愛 知 110 0 4 84 2 75 9 6 40 69 0 3 30 2 39 5

三 兎 16 4 10 2 57 2 5 20 2

26

2 75 44 9

滋 書写 4 1 19 1 s 17 0 2 8 9

京 都 12 5 3 1 72 17 l l 0

1 3

50 33 2

大 阪 5S O 2 52 64 9 io : 7 1 4 0 4 12 2 1 16

兵 躍 19 6 4 99 12 1 9 4 64 2 1 6 5 26 0 133 7

奈 良 5 3 14 18 2 7 25 10 3 1 5 44 20 9

和 歌 山 19 4 1 70 1J 9 22 1

3

6

5

30 2 10

r> 16 S 6 u 9 15 7 39 25 6

ft til 10 4 45 24 2 5 17 3 5 126 38 2

岡 山 9 1 76 3 1 5 0 64 24 9

4 5

2 4 1

15 2

n : 蝣I5 S

広 島 25 1 144 2 06 6 4 12 43 73 82 8

山 口 4 0 15 9

1

133 12 26 19 1

2

6

2 0

2 2

126 59 2

徳 島 2 9 29 12 l l 1 3 1 1 13

香 川 2 5 53 19 6 7 36 38 S

iî ^ m i i 7 7 "123 4 8 b n 29 1 14 5 57 8

n m 5 9 22 9 13 18 0 53 17 4

福 岡 2S l 3 9 5 169 7 4 17 66 5 22 168 3

佐 書写 6 7 7 7 22 2 3 49 4 8 3 9 1

10

156 83 4

長 崎 16 L' 43 64 3 1 12 87 37 1

熊 本 15 4 38 112 4 6 10 L'3 108 50 1

大 分 10 1 7 129 4 0 8 4 1 2

IS

12 3 1

159 50 7

宮 崎 13 4 8 118 2 0 29 36 47 39 2

鹿 児 島 14 2 18

55 2 7

2 58 2 9 4

9 19

9 9 50 9

沖 縄 12 0 4 6 b 4 1 3 76 29 2

計 15 52 2 584 3 195 2 12 47 4 24 4 58 08 42 29 3

出典: r臨時農地価格耗制令処理状況及び処理令実施状況j農林省文許。
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都市周辺地城が高くなっている。次に検討する茨

城県と滋賀県がそれぞれ対照的な位置にあったこ

とを確認しておきたい。また、造植林はほとんど

北海道で申請・許可された事業であった。北海道

は、全国の造植林許可件数のうち86%をしめ、造

植林許可面積では94%をしめていたのである。北

海道における戦時中の深刻な労働力不足による耕

作放棄的な事由によるものであった。

ウ)茨城県・滋賀県における運用状況

ここでは、申請事件処理状況をより具体的に検

討するた捌こ茨城県と滋賀県の場合を分析してお

きたい。この両県の場合には、個別に臨時農地等

管理令第3条・第5条申請事件を分析することが

出来る(川。

麦4-1-1、麦4-1-2が茨城・滋賀両県

の1941年・ 42年・ 43年の申請事件処理状況の総括

表4-1-1臨時農地等管理令第3条(1)申請事件処理状況　　　　　　　　　　単位:反
府
県
名

年度
申請

件数

処理

件数

申請通許可 条件付許可 不許可 未済

件数
備考

件数 田 畑 計 件数 田 畑 計 件数 面積

茨城

1941年 97 97 91 6.208 0.123 6.401

10

3.807

23.103 23.103

6 22.902

8

前年繰越処理16件

1942年 203 195 174 19.806 214.722 234.528 ll ll.317

1943年 '2b2 278 2¥>7 5.320 268.304 273.624 10 17.504 21.311 1 2.416

滋賀

1941年 18 18 8 1.904

20.924

6.017

1.107

0 .412 2.316 2 4.620

0.403

4.620 8 14.128

1942年

1943年

1944年

1945年

8

10

3

1

8

10

3

1

1

10

3

1

0.216

15.310

0.509

0.216

36.304

6.017

1.107

5 3.519 3.922 2 1.301

表4-1-2　臨時農地等管理令第5条(l)申請事件処理状況 単位:反
府
県

名

年 度
申 前

作 数

処 理

件 数

申 請 通 許 可 条 件 付 許 可 不 許 可 未 済

件 数
備 考

件 数 田 畑 計 蝣蝣I it 田 畑 計 件 数 面 積

茨 城

194 1年 145 145 139 1 9. 92 3 1 97 .02 1 2 17 .0 14 5 2 .0 03 4 .8 18 6 .82 1 1 0 .20 0

4

前 年 繰 越 処 理 8 件

194 2年 146 142 117 2 2 .1 10 14 6 .42 6 168 .6 06 20 2 .2 15 29 .82 2 3 2 .10 7 5 18 .0 12

1 943 年 2 46 2 54 蝣2 ¥2 50 .0 2 8 2 77 .10 0 3 27 .1 28 34 2 5.4 10 180 .803 06 .2 13 8 2 5. 71 0

滋 空耳

1 94 1年 23 L'3 2 1 1 3. 22 0 5 .42 1 18 .7 1 1

3

1

1 .6 17

0 .5 09

1 .20 7

1 .92 6

2 .824

0 . 509

2 1 .50 0

194 2年 14 14 10 . 70 4 2 .62 4 l l.3 28 1 0 .30 5

194 3年

1 944 年

17

43

17

4 3

16

4 2

9 .82 1

94 .9 1 9

24 .80 3

2 9 .40 4

34 .6 24

124 .3 23

1 0 .60 1

1 945 年 蝣v > 22 2 0 3 6. 70 3 13 .72 0 50 .4 23 2 13 .8 24 15. 820

出畔: rFこmr.壮LMS)モVllT㌻t-FHLこiPJとびtiir;㌻`l二5:1'、混j rL什i'l t* 、

*"] ,、'蝣;HL T_亡'."W「lil,尽ユ

荏:ただし、 1941年は2月～12月分、滋粥県の1945年はlJ1-6月である。

表である。まず、件数をみると、茨城県が第3条

200件余り、第5条150-250件であるのに対し、

滋賀県は、 1944年第5条の43件を除けば、第3

条・第5条ともに10件～20件程度であった。上述

したように、茨城県は件数・面積ともに上位10道

府県(1942年第5条を除き)にはいるほど申請件

数・面積の多い県であったが、他方滋賀県は申請

件数・面積の極めて少ない県の一つであった。こ

の両県は申請件数・面積についてはかなり対照的

な県であったことをまず確認しておきたい。

表4-2-1、表4-2-2の条件付許可内容

r臨時E?<地哲別滋mil-庁文番、 r臨時農地等管理令並郎帥rn金調整法等関係

では、茨城県が作離科支給に特徴があったことが

分かる。第3条と第5条を合わせた件数で、 1941

年の5作中5件、 1942年の30件中27件、 1943年の

44件中40件が作離科支給を条件としており、際立

っている。これが全国的にも際立っていたことは

イ)でみたとおりである。滋賀県のほうは件数も

少なく特徴を見出すことも難しいが、若干の事件

に面積縮小を条件としていることがわかる。次に

表4-3-1、表4-3-2が事業別件数である。

茨城県では、一般住宅が圧倒的に多くなっている

のが特徴である1941年-43年(第3条・第5条)
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表4-2-1臨時農地等管理令第3条(2)条件付許可ノ条件内容

府県名 年度

条 件 内 容 別

条作付

許可件 数
面 積縮小 一時耕作

工事着工

叶?I 'ft t

被害 防除

施設
転業斡旋

作柾料

支給
毛上補 償 代地提供 其他

茨城

1941年

1942年

1943年

10

10

1

2

9

7 1

滋賀

1941年

1942年

1943年

1944年

1945年

2

5 5

2

表4-2-2　臨時農地等管理令第5条(2)条件付許可ノ条件内容

府県名 年度

I1-] 芯 判

条作付

許可件数
面積縮小 一時耕作

工 '][,v,

巨サ蝣蝣] 拝

被 害防除

施設
転業斡旋

作離料

支給
毛上補償 代 地提供 井ノ他

茨城

194 1年

194 2年

194 3年

5

2 0

3一4

1

5

18

33 1

1

滋 賀

194 1年

194 2年

194 3年

194 4年

194 5年

3

1

2

2

1

1

1

1

iin : ¥;i二時"iiiGK†11: -;㌻ C-t-TIl..別iこ''tip;「.Ir`1二1I、UJ C什t-「て丁;. rt別l r'i-t'-;F'lリL:.三tiV.-'iて;'T 、 「;.Lこn ~地等11P? Cr.l!-tさ蝣'Wr.1;_・.:-】V;!.'.', Rド

綴」茨城県立歴史館所鼠,

注1)ただし、茨城uの1941年は2月-12月分、滋賀県の1945年は1月-6月である0
2)滋賀県第3条1941年のrnノ他」は、 「期限付ノモノナリ」の注記がある。
3)滋賀県第5粂1945年の「共ノ他」は、 「使用期限-ヶ年」の注記があるO

の合計の構成比でみると、件数で約7割、両積で

約4割が一般住宅であった。ついで工場建設(件

数約1割、面積約2.5割)、倉庫事務所(件数約1

割、面積約1割)、労務者住宅(件数・両税とも

数%)と続いていた。茨城県は全国的にも一般住

宅の多さに特徴があった。他方滋賀県では、 1941

年～45年(第3条・第5条)の合計の構成比でみ

て、一般住宅は件数約1割・面積3%と少なく、

工場建設が件数約4割・面積約6割、材料置場が

件数約3割・面積約2割、労務者住宅が件数約1

割・面積約2割、倉庫事務所が件数約1割・面積

約1割と続いていた。したがって、滋賀県では一

般住宅建設の許可は極めて少なく、工場建設や労

務者住宅などが多かったことがうかがえるのであ

る。この点で、滋賀県と茨城県とは対照的であっ

た。

次に表5-1、表5-2で個別事件ごとの臨時
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農地等管理令第3条・第5条の申請事件処理状況

を検討してみたい。表5-1が滋賀県(1941年3

月～8月)における、表5-2が茨城県(1941年

5月-12月)における臨時農地等管理令第3条・

第5条の申請事件処理状況一覧表である.全回都

道府県の戦時期行政文吉を調査したが、今のとこ

ろ、この両県の、この期間しか個別事件ごとの臨

時農地等管理令申請事件処理状況は判明しない。

まず、表5-1で滋賀県を検討しよう。滋賀県

の1941年3月から8月の申請(処理)事件は、 33

件、うち許可事件が23件、不許可事件が10件であ

った。この間の不許可率は3割と、全国的にはか

なり高い。その時期的な特徴は、臨時農地等管理

令施行直後の1941年3月から4月に不許可が集中

している点であった。この間許可されたのは海m

予備航空団敷地の拡張のみであった。臨時農地等

管理令施行直後に不許可が集中したのは、おそら
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表5-1臨時農地等管理令第3条第5条(滋賀県、 1941年3月～8月)

番号
許可/

不許可

許 可

年月 日
農地所在地

面 積 (皮)
概 要 備 考

通用

* -rV-田 畑 計

1 号 許可 16.03 . 10 滋賀郡下坂本柑

0.5 20

3 .30 5 3 .30 5
海 軍予備 航空 FTl敷 地

の拡張

作付 麦 、井戸 、肥 壷

に応分の補償

耕作 者 に代壬草地 を付

与

当該 農地 は国 民学 校

の実習地であ るため、

代祥地 として山林1.1

反 を開墾

耕作 者 に代替 地 を付

与

該gfL地 は桑園 であ る

が、 蔭地 で収量 少 な

く耕 作者 には影 響 な

し

地代 の支払 と農 地復

旧門-の保証

第 5 条

2 号 許可 16.05 .0 9 蒲生郡百村 0.00 6

0 .4 00

0 .2 17

0 .20 1

0 .4 12

0 .2 0 7

0 .3 15

0 .2 10

0 .52 6
iVit l .'?:て 川十 で∵↑

庫の増設
第 5 条

3 蝣・;蝣

4 号

5 号

6 号

7 号

許可

許可

許可

許可

許可

16.05 . 17

16 .0 5 .1 7

16 .0 5 .1 9

16 .0 5 .22

16 .0 6 .06

16 .0 6 .12

16 .0 6 .18

16 .0 7.0 2

16 .0 7. 18

16 .0 7. 18

16 .0 7. 18

蒲生郡朝 日野村

蒲生郡老蘇柑

蒲生郡平田村

東浅井郡大郷 相

中 u tt iht llt i-

0 .2 05

0 .30 5

1 .60 0

0 .92 0

3 .4 13

0.4 0 3

1. 5 17

0 .3 0 6

0 .6 10

0 .20 5

0 .4 0 0

0 .3 0 5

0 .2 17

1.6 00

0 .9 20

3 .4 13

0 .4 03

1.7 18

0 .3 06

0 .6 10

朝 日野産 業組 合JTt業

倉坪の増設

老 蘇村産 業組 合n 業

倉庫の増設

平 田村産 業机合 ErL業

倉庫の増設

大郷 村産 業組合 hi業

倉庫の増 設

三 池 炭業 (大 阪 市 )

に よる亜炭採掘

第 5 条

的 5 条

第 5 条

第 5 条

第 5 条

8 <:・

9 号

lo署

11号

12号

13号

許可

許可

許可

許可

許可

許可

彦 根市

彦根市

坂 田郡柏原柑

大津市

甲賀郡貼河村

坂 田郡醒 ヶ井柑

護国 神社道 常 に よ り

立退 きになっ た住人

の宅地代 替地

護国神 社造 営 に よ り

立退 きに なっ た住人

の宅地代替 地

fi'i'ォH 叶で 約十 で↑

倉庫 の増設

1? 'L ・?, 帥 仁器工 で

(ぺけ in ^ R T ;".i

工場敷地

貼河産 業組 合n 業 倉

庫 の増設

醒 ヶ井 柑産 業組合 E笠

u trn o 前沼

15.1 1に小作契約 を解

除

小作 人 2 人 の 離 作 0

1 人 は離農 、 1 人 は

代替農 地付 与

作紙料 と して金 10円

支給0 小作 料 を毎年

年末に納 入

作雑料 として1年分の

小 作料免 除

耕作者 (自作n ) に

代 書与地 と して農事 実

行組合 の共 同開 墾地

を畑 1反 を壬モ与

当該農地 の うち、 1

畝 は地味悪い桑 園地、

叫 リは i-f f ; , R i仕

るも㌣ ii J."し

昭 和17年度 以降の 収

品 は増加の見込み

当該 hi地 は収益 少 な

く離 作す る も影野 な

し

昭和 17年 度以 降の収

訳は増加の見込み

第 5 条

第 5 粂

第 5 条

第 5 条

第 5 条

第 5 条

14号. 許可 16.07 . 18

16 .07 . 18

蒲生郡続 山村 0.6 13

0 . 103

0 .6 13

0 .5 15

抗 山村 産業組 合農 業

倉庫の増設
第 5 条

15号 許可 叫 m 黙 蝣ti.T .出付

石 灰製造 工場 の石灰

貯 蔵倉庫 . 労 務者 住

宅敷地

個 人の住宅建設敷地

個 人の住宅建設敷地

16年表作 の み中止 し

て 当該農 地か ら土砂

を採取

朝 日村海 老江農 事実

行組 合の倉 庫及 共 同

作業場の建設敷地

16年表作 のみ 中止 し

て 当該農 地か ら瓦製

造原料土を採 取

朝 日柑 EEl中農事 実行

組合の倉庫 建設敷地

第 5 条

16 v

17号

18号

19号

-0 '.

2 1号

許可

許可

許可

許可

許可

許可

16.07 .2 4

16 .0 8 .0 5

16 .0 8 .0 5

16 .0 8 .0 5

16 .0 8 .05

16 .0 8 .06

滋賀郡伊香立村

東浅井郡朝 E]柑

蒲生郡八幡町

東浅井郡朝 日村

蒲生郡八幡町

rAt浅井郡朝 日村

0.2 00

2 .4 20

2 .20 0

0 .20 0

0 .20 7

2 .42 0

0. 3 15

2. 200

0 .2 10

第 3 条

第 3 条

第 3 条

節 5 条

約 5 条

第 5 条
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番 号
許可/

蝣K f ォ!

許 可

年月 日
農 地所 在地

面 積 (皮)
概 要 備 考

適用

条文田 畑 計

22号 許可 16.0 8 .13

16 .0 8 .27

野洲郡速野村 0.82 2

0 .2 20

0 .8 22

0 .2 20

速野 村産業 組合 事務

所 及姉 ll 品保管 場所

支笠設敷地

耕作者には2.7反 の代

*fr.仕付
約 5 条

23号 許可 彦根市
軍需 大型 フ ェル ト製

蝣r .K -i 理詰幣
節 3 条

合 計 16.7 27 5 .4 13 22 .2 10

1 号 不許可 16.0 3 .l l 神崎郡八 日市町 4.5 00

0 .3 19

2 .0 22

0 .3 20

0.6 20

0.6 07

2 .5 24 7 .0 24
「農 地ヲ住宅地 トスル

モ ノ」

宅地0.70 8

第 3 条

2 号 不許可 16.0 3 .l l

16 .0 3 .22

16 .0 3 .3 1

1 6. 04 .12

1 6. 04 .12

1 6. 04 . 18

1 6一04 .24

1 6 .05 . 17

16 .05 . 19

夫津市 0.8 0 3

0 . 704

1 .1 10

0 .0 15

0 .80 3

0 .70 4

0 .70 8

0 .3 19

1 .1 10

2 .10 7

0 .32 0

0 .62 0

0 .60 7

「II 地ヲ住宅地 トスル

・t- ' I

第 3 条

3 号 不許可 蒲生郡中野柑

「防火用水池 ヲ設 置ス

ル モ ノ 田以外 ノ場

p'fニ設 I.tt で」

第 3 条

4 号 不許可 甲賀郡信楽町
「陶器ノ窯炉 ヲ設置ス

ルモ ノ」
第 3 条

5 "y

6 号

不許可

不許可

東浅井郡東軍野村

愛知郡東小椋村

「糾炭窯及小 舎 ヲ作ル

モ ノ、 田以外 ノ土 地

ヲ利用 スルコ ト」

「小 規 模 ノ製 材 所設

置」

第 3 条

第 5 条

7 号

8 号

9 号

不許可

不許可

不許可

増 田㍍六.li ft

坂 田郡神照付

栗 太郡 山田村

「国民学校運動場拡張

特 ニ農 相ニ於 テハ 其

ノ要 ナシ」

「製材工場ノ増設、本

作 ハ注 意 ヲ与 夕ルニ

不拘 本 令違反 容疑 ト

シテ長 浜署 ニ告発 セ

ラ レ 夕ル モ ノ ナ リ、

悪 性 ナル ヲ以 テ不 許

可 トセ リ」

「農地 ヲ住宅地 トナス

モ ノ」

第 3 粂

第 5 条

第 3 条

loモ 不許可 甲賀郡石部 町

「麦芽製造 ノ為農地 ヲ

耕 作以 外 ノE]的 ニ供

セン トスルモ ノ」

第 3 条

nf 8.5 28 5 .22 6 13 .82 4

総 計 25.3 2 5 10 .70 9 36 .10 4

出典: r臨時農地哲理」滋賀県庁文雷。

注:許可年月[=ま昭和である。

く臨時農地等管理令施行直後で、どのような事件

が許可・不許可になるかどうかの感触が申請者に

も村役場にも十分持てていなかったことによると

思われる。 6月以降には不許可がまったくないの

がそのことを雄弁に物語っているといえよう。な

お、関係面手引まいずれの事件も、そう大きな面積

の許可を求めているわけではなかった。

さて、問題は許可・不許可の判断基準である。

事業別のうち、工場建設、労務者住宅、倉庫事務

所、材料置場、採掘場については、前述したよう

に、時局に緊要なる事業であれば許可されたもの

であったが、一般住宅、造植林、運動場について

199-

は時局に緊要なる事業の視点からは判断が難しい

事業であった。運動場については「体位向上等の

ものは別格、単なる競技用のもの、如きは許可せ

ざる方針」 (12)を公表していたが、一般住宅、造植

林については、許可方針は明確ではなかった。特

に、申請件数の多い一般住宅については道府県に

より判断が分かれた事業であった。滋賀県は、一

般住宅についてかなり厳しい判断をしていた。不

許可の1号、 2号、 9号はいずれも自己転用の第

3条事件であったが、面積も大きく、農地漬廃に

つながるとして不許可とした。許可の16号、 17号

も自宅建設目的の自己転用事件であったが、こち



らは面積も小さく且つ低生産地ということで許可

されている。その他、この時期の不許可事件をみ

ると、防火用水池設置(3号)、陶器窯炉設置

(4号)、製炭窯・小舎設置(5号)、製材所敷地

(6号、 8号)、麦芽製造敷地(10号)などである。

いずれも農地の潰廃防止を理由に時局に緊要なる

事業と認められなかったものである。のちの茨城

県の場合と比べると、やや厳しい判断のように思

われる。特に、 7号の国民学校運動場敷地につい

て「農村二於テハ其ノ要ナシ」というのは、他の

類似の事例からみて厳しい判断であった。他方、

許可された事件をグループ分けすると、その第1

は、軍並びに軍需関連事業であった。海軍予備航

空団敷地拡張(1号)、亜炭採掘(7号)、研磨製

造工場敷地(11号)、石灰貯蔵倉庫・労務者住宅

敷地(15号)、軍需大型フェルト製造工場敷地

(23号)などである。第2は、産業組合や農家小

組合の農業倉庫設置・増設である。これは米穀国

家管理に伴うもので、問題なく許可となった。

1941年5月-8月の間に、 11組合の農業倉庫敷地

が許可となっている。組合に関しては、事務所や

共同作業場も許可されている。第3に、前述した

若干の一般住宅敷地がある(16号、 17号)。その

他、護国神社造営により立退きになった住人の宅

地代替地の許可が特別な事件であろうか(8号、

9号)。要するに、滋賀県の場合には、第1のW一

並びに軍需関連事業と第2の農業倉庫設置・増設

が中心であり、それに若干の一般住宅建設が付加

される形となっていたといえよう。

次に茨城県の場合である。表5-2は、茨城県

の1941年5月～12月における臨時農地等管理令第

3条・第5条の申請事件処理状況を示している。

上述したように茨城県は申請件数が多く、この8

ケ月間で241件に達している。この241件のうち、

不許可は7件のみであった。不許可率は3%であ

り、全国平均10%　よりもかなり低い。

さて、事業別件数であるが、表4-3-1、表

蝣3-2でもみたように、一般住宅が圧倒的に

多くなっている。 234件の許可件数のうち142件

61%　を占めている。そのうち、 76件が第3条

の自己転用による住宅建設用地への転用であっ

た。第3条事件(95件)は80%がこの一般住宅建

設用地への転用であった。農地の所有権を取得し

て宅地転用をはかったもの(第5条)は66件で、

-100-

第5条事件142件)の46%であった。一般住宅

許可件数142件のうち、自宅建設用地への転用が

69件、貸住宅建設用地への転用が63件、分家のた

めの住宅娃設用地への転用が10件であった.一般

住宅といっても、貸住宅建設が多くを占めている

ことが確認できる。自宅建設用地への転用のうち

その理由が判明するのは、飛行場建設敷地として

買収されたため(5件)、逓信省用地として買収

されたため(6件)県営土木事業敷地として買収

されたため(1件)、道路拡張による自宅移転

(5件)、水害による家屋移転(11件)、都市より

の帰農者の住宅建設(3件)であった。その他の

事件は理由が不明であるが、多くの場合、転用予

定地が荒廃地であること、桐畑であること、耕地

として不通であること、低生産地であることなど

が記されていた。滋賀県と比べると許可基準が緩

やかであることは言えそうである。この自宅転用

申請を市町村別にみると、日立市14件、猿島郡同
サシマ　コガ

郷村11件、多賀郡多賀町9件、猿島郡古河町6件、

東茨城郡上大野村5件などと、地域的な偏りを見

せている。特に、日立市とその近辺が多くなって

いる。次に、貸住宅建設用地への転用であるが、

こちらは理由としては「住宅難緩和ノ為必要ナT)」

「時局二緊要ナリ」等としている。貸住宅建設の

場合も転用予定地が荒廃地であること、桐畑であ

ること、耕地として不適であることなどが記され

ているO　ただ、滋賀県と比べて許可基準が按やか

であることは貸住宅建設の場合も言えそうであ

る。市町村別には、日立市23件、多賀郡多賀町12

件、猿島郡古河町7件、土浦市5件、那珂郡勝田

村5件などとなり、自宅転用と同様に地域的に偏

っている.ちなみに、分家の為の住宅建設(lo件)

は、地域的には猿島郡同郷相が2件あるほかは散

らばっている。

一般住宅以外で比較的多いのは、工場建設であ

る。第3条4件、第5条24件、合計28件である。

軍需品製作所建設、軍需工場建設、軍部供出瓦製

造工場建設、グライダー製作工場建設、滑空機材

製作工場、鉄工場建設など軍需関係・重工業関係

が目立つが、桐材下駄製造所建設、花鰹節製造工

場乾燥場敷地、製粉工場建設、唐辛子粉末工場建

設、佃煮加工場建設など民需用工場建設も多かっ

た。市町村別には、水戸市5件、稲敷郡龍ヶ崎町

5件、猿島郡古河町3件、日立市2件などとなる



表512　臨時農地等管理令第3条第5条(茨城県、 1941年5月～12月)

ォf V
許可/

不 許可
年 月 日 r 仙 ノ巾r fIt!:

面 積 (反 )
概 要 備 考

適JT7

条文… 畑 計

1 V 許可 16 .0 5 .0 1 行方郡津和村

1 .40 5

1.5 2 1 1.5 2 1 変電所班設
坪 当5 0妾宅の離作料 .

大部分 区桑畑
第 5 条

2 号 許可 16 .0 5 .06 筑波郡小野川村 0 .9 00 0 .9 00 家屋移転 桐畑 .三方面 は宅地 節 3 条

3 号

蝣I v

許可 16 .0 5 .0 7

16 .0 5 .0 7

16 .0 5 .06

東茨城郡下大野柑 3 .5 04

0 .2 10

4 .0 09

3 .5 04

0 .2 10

1.4 0 5

花鰹的 製造工場 の乾

燥場

一筆は耕作 者の生 活

を害す る為不 許可
範 3 -S

許可 東茨城郡上大野村 '!i-u 拝す二

従来の宅 地が農業経

営 上不便 、水害 の駅

ある為 .疏菜畑

節 3 条

5 ij- 許可 猿氏郡八K 柑 農業合印班設
維作料5 0円 . 大部 分

茶閏
那 5 条

li '/ 許可 16 .0 5 .1 3 東茨城郡長岡村 0 .5 28

0 .2 15

0 .3 13

0 .5 28
軍部供 出m 材置場 使

用のみ農地埋立

虻作料3 0円 . 杭打 で

完全な防除施 設
範 5 -T:

7 号 許可 16 .0 5 .13 那珂郡勝田町 4 .0 09
日立 製作所工員 合栢

所班設
維作料反 当6 0円

雑作料反 当4 0円

約 5 条

S ' 許可 16 .0 5 .28 真壁郡下館町 0 .9 24 0 .9 24
洋服地 ノ約物工場 建

設
約 5 条

9 号 許可 16 .0 6 .13 日立市 1.2 22 1.2 22
日立 製作所社宅 通路

敷地
節 5 条

10号 許可 16 .0 6 .2 1 東茨城郡上rfl妾柑 1.2 03 1.2 03 JTt業倉碓珪設 宅地近接 の桑畑 節 5 条

11 '・蝣 許可 16 .0 6 .2 1 西茨城郡大原柑 0 .7 19 0 .7 19 hi.井倉碓班設 桑畑 約 5 条

1 2号 許可 16 .0 6 .2 1 東茨城郡竹原柑 1.3 20

0 .4 23

1.3 20 hi井倉岬廷設
離 作料5 0円 . 宅地 に

囲まれた畑
約 5 条

13号 許可 16 .0 6 .2 1 稲敷郡伊崎柑 0 .2 15 農業倉岬班設 雑 作料 10円 節 5 条

14号 許可 16 .0 6 .2 1 鹿島郡上島村 0 .4 23 JJに業介蹄班設
耽 作料 7 円 . 代地 5

畝 7 歩

周 囲山林 、耕地 と し

て不適

・v; 5

15号 許可 16 .0 6 .2 1 新治 i% r >v ¥ 1.4 02 1.4 02 llで住宅班設 節 3 条

16号. 許可 16 .0 6 .30 E]立市 0 .8 02

0 .9 12

0 .8 02 tr s:it 第 3 条

1 7号 許可 16 .0 6 .28 久慈郡太田町 0 .3 13
w 常河 川工郡 ノ為 住

宅移転
や 3 蝣?:

18号 許可 16 .0 6 .28 多空了郡多T i町 1 .72 2

0 .32 6

2. 60 3

0 . 91 0

1. 21 4

1.7 22
国民学 校分教場校 舎

互至設
約 3 条

19号. 許可 16 .0 6一28 那珂郡前波村 0 .9 12 t lm t 約 3 条

20号 許可 16 .0 6 .30 土浦市 8 .8 29 8 .8 29
土浦 中学 校運動場 拡

張
紅作料反当 13 5円

賃 借権 者 に13 90円支

孤

第 5 条

2 1号 許可 16 .0 7 .05 日立市 0 .3 10 0 .3 10 作家班設 第 5 条

22 -5 - 許可 16 .0 7 .17 W l寸K TV if tt ll .40 1 l l.4 0 1 製粉工場 虻設 約 5 条

23号 許可 16 .0 7 .23 久慈 郡太田町 1 .2 18 1.6 14 R 工 銀行社 宅娃設
柾 作料買収代 金の 1

割 22 1円 ) 支払

離作料85円

第 5 条

24号 許可 16 .0 7 .2 1 土浦市 1 .0 18 1.0 18 代任宅棟建 設 節 3 条

25号 許可 16 .0 7 .2 1 ¥}i㍍ IS A -;寸 0 .5 15 0 .5 15 北 上叫 H i.* 節 3 条

26 v 許可 16 .0 7 .2 1

16 .0 7.2 1

杭 fS郡古河 町 0 .9 10

2 .4 18

0 .50 0

0 .9 10

2 .6 03

内稚 /B の河川築堤工

事 の為家尿 移転
第 3 条

2 7号 許可 狼 [古郡舛田町

悶EElは住宅 の為耕 地

と して使 用 不 可能 、

M l立宅 地

唐辛子粉末工場建設

第 3 条

2 8号 許可 16 .0 7.2 1 新 治郡石間町 2 .4 18 節 5 条

2 9号 許可 16 .07 .2 4 ヂ壬壁 郡下妻 町 0 .9 10 肥料共 同荷受所建設 第 5 条

30号 許可 16 .0 7 .24 i.'ii"i榔姑拭け 0 .5 00
Rh'A某転業者 ノ平屋建

設

離作料3 0 円 l 企業合

同の為東京 よ り帰郷
約 5 粂

3 1号 許可 16 .0 7 .2 1 独 fL郡古河 町 3 .2 18 4 .5 02 国民学校運動場拡張 第 5 条

32号 許可 16 .0 7 .5 目上 it; 0 .12 2 0 .1 22 tl一家沈設 約 5 条

3 3号 許可 16 .0 7.2 8 日立市 0 .20 0 0 .2 00 叩蝣;5」設 約 5 条
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番号
許可/

不許可
年 月日 農地 ノ所在地

面 積 (反)
概 要 備 考

通用

条文… 畑 計

34号 許可 16.0 7. 28 日立市 0.3 24 0 .3 24 貸家建設

中学校試作地

節 5 条

35号 許可 16.0 7. 29 目立市 1.9 01 1.9 0 1 tt 'i:沈設 第 3 粂

36号 許可 16.0 7. 29 日立市 0.5 19 0 .5 19 貸家建設 第 3 条

37号 許可 16.0 7. 29 E]立市 0.5 01 0 .5 0 1 貸家珪設 第 3 条

38号 許可 16.0 8. 06 真壁郡下妻 町 4.1 20 4 . 120 女学校講堂班 設 第 5 条

39号 許可 16.0 8. 06 真壁 郡大 村 0.6 22 0 .6 22 分家の住宅建 設 農業経営の継続の為

従 来の宅地 が農業経

営上不便の為

虻作料25円

第 3 粂

40号 許可 16.0 8 .12 日立市 1.8 25 1.8 25 練炭工場王室設 第 5 条

41号 許可 16.0 8 .12 多 賀郡 多賀町 1.1 22 1. 122 貸家建設 第 5 粂

42号 許可 16.0 8 .12 多 賀郡 多賀町 1.2 04 1.2 04 貸家建設 第 3 条

・13 "j 許可 16 .0 8 .12 多 賀郡多賀町 0.2 00 0 .2 00 'ォ ! 梓やj: 第 3 粂

44号 許可 16.0 8 .12 与 u (X .?蝣it町 0.6 20 0 .6 20 貸家建設 節 3 粂

45号 許可 16.0 8 .13 日立市 0.3 10 0 .3 10 貸家建設 第 3 粂

46号 許可 16.0 8 .13 日立市 0.4 05 0 .4 05 鉄工場建設 第 5 条

47号 許可 16.0 8 .20 筑波郡福 岡柑 3.0 00 3 .0 00 道立ht W ri
立毛 補償金 15円 、代

地提供
節 5 粂

蝣IS 5J- 許可 16 .0 8 .20 水戸市 0.4 04 0 .4 04 米穀配給組 合班設

鉄工場 ニテ使用 シ 夕

抽程脂 ヲ絞油 ニ再 生

スル工場建 設

貸家建設

雛作料26円80銭

粍 作 料389 円 l 隣地

よ り相当 の距経 を置

¥

雄作料30円 -桑畑

第 5 条

・19 SJ- 許可 16 .0 8 .20 水戸市 2.6 05 2 .6 05 第 5 条

50 V 許可 16 .0 8 .27 日立市 0.7 15 0 . 715 第 3 条

51 v 許可 16 .0 8 .23 東 茨城郡中妻村 0.5 28 0 .5 28 農業倉庫班 設 第 5 条

52号 許可 16.0 8 .28 E M .U .朽 付 1.6 01 1.6 0 1
農林工業 共同施設 工

場建設

国純 及県補助 による

事業
第 5 条

53号 許可 16.0 8 .30 水戸 市 0.2 17 0 .2 17 家屋移転
再 三の水害 被害、雑

作料 15円

水害 による家屋移転

第 5 条

54号 許可 16.0 9 .0 1 久慈 郡黒滞柑 6.4 23 6 .4 23
国民学校 増築運動 場

拡張
第 5 条

55号 許可 16.0 9 .0 1 久慈 郡中里柑 0.4 08 0 .4 08 自宅建設 第 5 条

56号 許可 16.0 9 .0 1 久慈郡金郷村 0.3 00 0 .3 00 住宅建設 分 家創 設の為 第 3 条

57号 許可 16.0 9 .03 東茨城郡上大野村 0.3 10 0 .3 10 自宅建設 水害 による家屋移転 第 3 条

58号 許可 16.0 9 .03 東 茨城郡上大野柑 0.2 18 0 . 218 白t il r.* 水害 による家屋移転 第 3 条

59号 許可 16.0 9 .03 東茨城郡上大野村 0.3 00 0 . 300 自宅建設 水害 による家屋移転 約 3 粂

60号 許可 16.0 9 .03 % n 群 f-Ti 2 .7 04 2. 704 貸住宅建設 住宅難綬和 の為必要 第 3 条

61号 許可 16.0 9 .03 日立市 0.9 29 0 . 929 貸住宅建設
住 宅 難 穏 和 の 為 必

要、離作料反 当60円
第 5 条

62号 許可 16.0 9 .03 水 戸市 0.5 0 1 0 . 50 1 貸住宅建設 住宅 稚緩和 の為必要 第 3 条

63号 許可 16.0 9 .03 新治郡小幡柑 1.6 19 1. 619 農業倉庫 建設 打作叫 Ft iiie o n 第 5 粂

64号 許可 16.0 9 .03 東茨城郡小川町 0.5 00 0. 500
桐材工場 (下駄 製造)

建設

米穀商か ら下駄職 に

転 職、耕地 として不

逮

住 宅 難 緩 和 の 為 必

要、周 囲は住家

第 5 条

65号 許可 16.0 9 .03 日立市 0.3 10 0. 3 10 自宅建設 第 5 条

66号 許可 16.0 9 .03 日立市 0.2 03 0. 203 貸住宅建設 第 5 条

67号 許可 16 .0 9 .0 3 日立市 0.3 05 0. 30 5 自宅建設 周 囲は住 家 第 5 条

68号 許可 16 .0 9 .0 3 東茨城郡上大野柑 0.2 10 0. 2 10 自宅建設
水 害 に よ る 家 屋 移

転 、離作料反 当60円
第 5 条

69号 許可 16 .0 9 .04 碇l-J IS iL';寸町 0.7 20 0. 720 貸住宅建設 住宅 難穏和 の為必 要

住 宅 難 緩 和 の 為 必

要、 雑作 相 反当 100

円、桐畑

第 3 条

70号 許可 16 .0 9 .04

16 .0 9 .04

蚊島郡古河町 0.5 00

0 .4 15

0. 500

0. 4 15

貸住宅建設 第 5 条

71号 許可 狼烏郡古河町 貸住宅建設
住 宅 難 穏 和 の 為 必

要、桐畑
第 5 条
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番号
許可/

不許可
年月 日 農地 ノ所 在地

両 横 (反)
概 要 備 考

適用

条文田 畑 計

72号 許可 16.09 .0 4 猿島郡古河町

0 .6 00

6 .2 25

0 .20 0 0 .20 0 CJt 法認 桐畑

桑 株 代 反 当 10 0 円 、

虻作料 反当50円、桑

畑

雑作料反当60円

水害 に よる工場 家屋

移転

節 5 粂

73号 許可 16.09 .0 4 筑波郡板橋柑 1.3 19 1 .3 19 R 井倉M 班設 第 5 条

T I 'Jt

75号

許可

許可

16.09 .0 4

16 .09 .0 4

筑波郡十和柑

猿島郡神大実相

1.10 0

1 .32 8

1 .10 0

1 .32 8

民業介庫建設

ft .売局煙草収 納所建

fT1lJ
Ii-C.

第 5 条

的 5 条

76号 許可 16.09 . 15 阜 Vi :c ?蝣了町 0.22 0 0 .22 0 自宅班設 節 5 条

77号 許可 16.09 . 15 水戸市 0.50 7 0 .50 7
セ メ ン ト瓦 製 造 工

堤 . 自宅班設
姉 5 条

78号 許可 16.09 . 15 日立市 4.0 18

2 .00 0

4 .0 18 電力 会社社宅珪設 離作料60円 那 5 条

79号 許可 16.09 . 17 土浦市 0.60 0
搾 取 した砂 利 を耕作

道 に散 敷
実情荒廃地 第 3 条

80号 許可 16.09 . 17 東茨城郡緑 同相 2.00 0 病 院の移転
離作料 50円 .代 地提

供
的 5 条

81号 許可 16.0 9. 17 東茨城郡緑 同相 0.50 0 0 .50 0 E iZ業 介昨班設 離作料50円

住 宅 難 綴 和 の 為 必

要 、雑 作料50円、耕

地 として不通

自分 ノ小作地

那 5 条

82 -ー 許可 16 .0 9. 18 那珂郡勝 田町 0.50 2 0 .50 2 llで住宅娃設 節 3 条

$3 v 許可 16 .0 9. 18 OT il m 0 .22 0 0 .2 20 自宅 移転班設 第 3 条

さI'J 許可 16 .0 9. 18 東茨城郡緑 岡村 0.3 10 0 .3 10 自宅旭 設 粧作料50円 第 5 条

85号 許可 16.0 9. 18 東茨城郡 竹原 柑 5.6 19 5 .6 19 滑空 様相製作工場 離作料70円

住宅難緩和のZ-}必要

離作料30円

節 5 条

86号 許可 16.0 9. 24 東茨城郡上 中表柑 5.00 5 5 .00 5 日本電 力配電所建設 ・t;s 蝣*

87号 許可 16 .0 9. 24 新治郡石 岡町 0.50 0 0 .50 0 ilで住宅 班設 第 3 条

88 7? 許可 16 .0 9. 24 水戸市 0.6 17 0 .6 17
水 苔のみ セメ ン ト瓦

T .t!'..->埠忙
約 5 条

89号 許可 16.0 9. 24 兜にim i.T i]てけ 0.50 0 0 .50 0 n 菜 介距建設 節 5 条

90号 許可 16.0 9. 29 結城郡飯沼 付 0.8 10 0 .8 10 自宅廷 設 水害 による家屋移転 第 3 条

?i s; 許可 16 .0 9. 29 結城郡安 静柑 0.60 0 0 .60 0 E笠井 倉庫班設 離作料50円 第 5 条

92号 許可 16.0 9. 29 多‡和 泊 萩町 0.40 6 0 .40 6 農業 介柾廷設
雑 作 料 (梨 株 代 含

む) . 反当10 0円
第 5 粂

93号 許可 16.0 9. 24 猿に椛 ,',-,'可町 0.9 12 0 .9 12 代 位宅班設 住宅難穏和のZL与必要 第 3 条

9一4号 許可 16.0 9. 24 放出郡古河 町 0.30 2 0 .30 2
頂 加工組合 集荷所建

設
桐畑 第 5 条

95 t> 許可 16 .0 9. 24 紋fB郡古河 町 3.2 11 3 .2 1 1 陀 内加工場建設
企業合 同に よ り処理

場沈設
第 5 条

96 * 許可 16 .0 9. 24 猿㍍郡古河 町 0.62 0 0 .6 20 自宅互圭設 離作料反当60円 第 5 条

97号 許可 16.0 9. 24 娘㍍郡古河 町 2.12 3 2 .12 3 11や軸 TJ ')¥t * i 桐畑 第 5 粂

98 f 許可 16 .1 0. 02 那珂 郡勝 田町 2.70 7 2 .70 7 ‡モ住宅建設 住宅難緩和の為必要 節 3 条

99 t? 許可 16 .1 0. 07 東茨城郡河 和田柑 1.12 5 1 .12 5 †'I ,? it 耕地 として不通

虻作料反当60円

住宅難緩和の為必 要

第 3 条

10 0 "'I 許可 16 .1 0. 07 水戸市 0.20 0 0 .20 0 自宅珪 設 第 5 粂

10 1号. 許可 16 .10 .0 7 水戸市 0.6 10

0 .72 2

0 .6 10
米穀 配給組 合共 同精

米所
第 5 条

10 2号 許可 16 .10 .0 7 土捕帝 6.22 5 砂利採取軍部 に供出 第 5 条

10 3 v 許可 16 .10 .0 7 北相馬郡 井野付 0.72 2 fTt業 倉埴建設 第 5 条

10 1v 許可 16 .10 .0 7 EI立市 5.20 6 5 .20 6
日立製作所労 務者住

'tilt沼
第 5 条

10 5号 許可 16 .1 0. 07 Y.T T nn v-iT町 ll .80 4 ll .i ′l
日立製作所労 務者住

宅虻設
住宅稚穏和の為必要 第 5 条

10 6号 許可 16 .1 0. 07 Y.↑T椛 r-tT 6 .10 7 6 .10 7
日立製作所労 詐者住

宅珪設
住宅費陛緩和の為必要 第 5 条

10 7号 許可 16一10. 20 日立市 0.32 8 0 .32 8 代任宅建設 住宅難穏和の為必要 第 3 条

10 8号 許可 16 .1 0. 20 日立市 0.2 10 0 .2 10 自宅建設 第 3 -13
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番号
許可/

不許可
年月 日 農地 ノ所在地

面 積 (反)
概 要 備 考

適m

条文田 畑 計

109 '/ 許可 16. 10 .20 日立市

0.3 10

0 .3 21

2 .7 07

0 .3 17 0 .3 1 7 自't 12 ul

住宅難緩和 の為必 要

住 宅 難 緩 和 の 為 必

要、維作料 反当50円

住宅難緩和 の為必要

住宅雉緩和 の為必要

節 3 条

110 'J- 許可 16. 10 .20 多賀郡多賀町 0.6 20

0 .8 19

0 .62 0 壬で住宅旭設 約 3 条

11 1号 許可 16 . 10 .20 久慈郡中里村 0 .3 1 0 自宅建設 節 3 条

112号 許可 16 . 10 .20 日立市 0 .8 1 9 貸住宅班設 第 5 条

113号 許可 16 . 10 .20 日立市 0.3 15 0 .3 1 5 自t y v > 約 5 条

ll lv 許可 16 . 10一20 阜tl郡 ?蝣;蝣了町 0.3 07 0 .3 0 7 白t si .;? 第 5 条

115号 許可 16 . 10 .20 多賀郡多窒lY町 0.3 23 0 .3 2 3 貸住宅旭設 節 5 条

116号 許可 16 . 10 .20 V-f iK K T 0 .5 02 0 .5 0 2
目上 製作f t・"蝣';餌 甘仕

宅建設
節 5 条

117号 許可 16. 10 .20 多賀郡多賀町 0.4 05 0 .4 0 5 貸住宅建設 節 5 条

118号 許可 16 . 10 .20 多賀郡多賀町 1.0 00 1 .0 0 0 貸住宅建設 住宅難穏和 の為必要 約 5 条

ll? " 許可 16 . 10 .20 阜TT B ? -iT 0 .3 24

0 .3 00

0 .3 24 自宅建設 離作料反 当50円

耕地 と して不通

住 宅 経 緯 和 の 為 必

要、荒廃 地

約 5 条

120号 許可 16 . 10 .30 北相馬郡六郷付 0 .3 2 1 信用組合事務所姐設 第 5 条

12 1号 許可 16 . 10 .30 真壁郡川西柑 0 .3 0 0 自宅移転建設 節 3 条

122号 許可 16 . 10 .30 真壁郡川西村 0.2 20 0 .2 2 0 即f'fi '.J .V tf u* 節 3 条

123号. 許可 16 . 10 .30 結城郡西豊田付 0.5 03 0 .5 0 3 自宅It a 那 3 条

lL'-lT 許可 16 . 10 .30 結城郡玉村 0.7 09 0 .70 9 農業倉庫廷設 第 3 条

125号 許可 16 . 10 .30 水戸市 0.6 08 0 .6 0 8 貸住宅建設 那 3 条

126号 許可 16. 10 .30 水戸市 0.6 10 0 .6 1 0 貸住宅娃設 住宅難緩和 の為必要 折 5 条

127号 許可 16. 10 .30 水戸市 0.4 00 0 .4 0 0 自宅建設 荒廃地 約 5 条

128号 許可 16. ll .05 多賀郡多賀町 1.2 20 1 .2 2 0 貸住宅建設 住宅雉緩和 の為必要 第 3 条

1ご9 >y 許可 16. ll .05 那珂郡額田町 0.5 00 0 .50 0 移転家屋班設
水 苔 に よ る 家 屋 移

転、壮作料 反当60円
折 5 条

130号 許可 16. ll .05 那珂郡額田町 0.4 15 0 .4 1 5 移転家屋建設
水 害 に よ る 家 屋 移

転、雑作科 反当60円

離作料 反当60円

第 5 条

13 1V 許可 16. ll .l l ヘG K t Ji け 1.0 00 1 .0 0 0 自宅建設 第 5 条

132号 許可 16. l l. ll 久慈郡太子町 9一900 9 .90 0
太子女 子技芸学 校校

舎増築
第 5 条

133号 許可 16. l l. ll 刀."M IX 掃け 0.8 02 0 .80 2 畳床製造 . 軍部供出 転業 移転 節 5 条

134号 許可 16. l l. ll

1 6. l l. ll

1 6. l l. ll

稲敷郡龍ヶ崎町 4.113

2 .6 24

0 .7 14

4 .11 3

2 .62 4

0 .714

軍需工場労務者住宅
住 宅 難 綬 和 の 為 必

要、雑作料 反当60円
第 5 条

135号

136号

許可

許可

稲敷郡龍ヶ崎町

稲敷郡龍ヶ崎町

学級増 加に伴 う運動

場拡張

軍需工 場技能者 養成

所建設

常駐作料 トシテ買収 価

格 ノ 1 割 7 分 (反 当

170円)

代地畑 1.3反提供

第 5 条

的 5 条

137号 許可 16. l l. 18 東茨城郡石崎村 0.2 24 0 .224 農家組合作業場姥設 節 5 条

138号 許可 16 .l l. 14 結城郡蚕飼村 1.4 1 2 1 .4 12
軍部 供出の屋根 瓦製

造工場建設
節 3 条

139号 許可 16. l l. 14 結城郡石下町 1.4 0 0 1 .4 0 0 軍需工場廷設 節 5 条

140号 許可 16. l l.2 1 1∴M l'j河町 0.8 0 9 0 .80 9 貸住宅建設 住宅難緩和 の為必要 節 3 条

14 1号 許可 16 .l l.2 東茨城郡中衷村 0.2 0 3 0 .20 3 自宅建設 帰0 者 範 3 蝣?:

142号 許可 16. l l.2 1 東茨城郡中妻村 0.3 10 0 .31 0 n t l班設 帰lTi者

住宅 難績 和の為必 要

第 3 条

143号 許可 16. l l.2 1 東茨城郡中責付 0.5 00

0 .4 2 7

0 .50 0
軍部 供出の瓦 製造工

場建設
第 3 条

144号 許可 16. l l.2 1 校㍍郡古河町 2 .70 7 国民学校体拭場拡張 節 5 条

14 5号 許可 16 .l l.2 1 狭n iz古河町 0.4 2 7 白t il 設 第 5 条

110 -J 許可 16 .l l.2 1 狭s:x * :,寸 0. 62 0 0 .62 0 自宅 .貸住宅建設 第 5 条

14 7号 許可 16 .l l.2 7 那珂郡那珂湊町 0.72 2 0 .72 2 町営診療所建設 町有 地 第 3 条
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番号
許可/

不許可
年月 日 農地ノ所在 地

面 積 (皮)
概 要 備 考

適 用

条文
田 畑 計

148号 ,,T "I 16 .l l.2 7 日立市

0.5 11

0. 12 2 0 .12 2 rr fc ir詣
道路拡張 に よる自宅

移転
第3 条

14 9号 許可 16 .l l.2 7 E]立市 0. 40 0 0 .40 0 自宅班設
道路拡張 に よる自宅

移転
節3 条

15 0号 許可 16 .l l.2 7 日立市 1.3 17 1 .3 17 貸住宅蛇設
住 宅 難 緩 和 の 為 必

要、耕地 として不適
約3 条

15 1号. 許可 16 .l l.2 7 日立市 0.20 6 0 .2 06 ilで住宅娃設 住宅難役和の為必要 約 3 条

15 2 0 - 許可 16 .l l .2 7 日立市 0.3 10 0 .3 10 自宅廷設
道路拡 張 による 自宅

移転

道路拡 張 による 自宅

移転

蝣ft う

15 3号 許可 16 . ll .27 日立市 0.12 8 0 . 128 自宅建 設 約 5 粂

15 4号 許可 16 . ll .27 E]立市 0.20 8 0 .2 08 自宅班 設 第 5 条

155号 許可 16 . ll .27 日立市 0.32 8 0 .3 28 貸 住宅 班設 住宅難緩和の乃必要

道路拡 張 による 自宅

移転

ti'ti尊蝣!ft f 為心で

第 5 条

156 '/ 許可 16 . ll .27 日立市 1.30 9 1.3 09 居宅 l診療所建設 約 5 条

157号 許可 16 . ll .27 多賀郡多要て町 0.4 16 0 .4 16 自宅娃設 約 5 条

158 '/ 許可 16 . ll .27 多君で郡多Tll町 0.12 5 0 . 125 自宅娃設 第 5 条

159号 許可 16 . ll .27 予て'i K X-TT町 0.20 7 0 .2 07 貸住宅廷設 節 5 条

160号 許可 16 . 12 .02 新治郡斗利 山村 0.4 19 1.0 00 農業倉埴娃設 雑作料反当60 円

住 宅 難 緩 和 の 為 必

要、維作相反 当70円

第 5 条

16 1号 許可 16 . 12 .02 新治郡斗利山村 0.5 00 0 .5 00 分家の住宅建設 第 3 条

162号 許可 16 . 12 .28 猿島郡古 河町 1.2 19 1.2 19 代任宅建設 第 3 条

163 t> 許可 16 . 12 .28 続W II恥 壮付 0.5 2 1 0 .5 2 分家の住宅珪設
離 作 料 トシテ 1年 間

ノ小作料免除

立毛補償料40円

第 3 条

16-1 v 許可 16 . 12 .28 猿島郡七郷 付 1.112 1. 112 分家の住宅建設 第 3 条

165号 許可 16 . 12 .28 猿㍍郡同郷柑 1.0 00 1.0 00 分家の住宅建設 約 3 条

166号. 許可 16 . 12 .28 稲敷郡龍ヶ崎町 1.7 27 1.7 2 7
JT -需工場 共同栢 舎建

-T.百又

第 3 条

167号 許可 16 . 12一28 猿島郡古河町 0.2 10 0 .2 10 土管住宅珪設 住宅雑種和 の為必要 斗 3 蝣?:

lhS 'J- 許可 16 . 12一28 真壁郡m 子柑 0.6 00 0一600 壬で住宅班設 住宅稚接和 の為必要 節 5 条

169 ij- 許可 16. 12 .28 i'rc?㌫け試け 7.9 15 7 .9 1 5
下館高 等女学校 運動

場 として使用

雑 作料土 地17 収価 格

の 1 割 (反 当60円)
・A 5

170号 許可 16. 12 .28 猿島郡車島村 0.4 00 0 .4 0 0 移転 自宅建設 作維料反 当50円

作離料反 当100円

第 5 条

17 1号 許可 16. 12 .04 1 ; n -,t; 0 .8 04 0 .8 04 佃.n .'jii工叫埋設 第 5 条

172号 許可 16. 12 .04 水戸Ttf 0 .3 10 0 .3 1 0 m t t 第 5 条

173号 許可 16. 12 .0 5 校㍍郡間郷村 1.0 00 1 .00 0 自宅廷設
飛行場建 設のため 買

収され移転
節 3 粂

174号 許可 16. 12 .0 5

1 6. 12 .0 5

1 6. 12 .0 5

杭畠郡同郷柑 1.0 00

1.7 1 5

0 .9 00

1 .00 0

1 .71 5

0 .90 0

自宅班設
飛行場珪 設のた め買

収され移 転
節 3 条

175号 許可 放島郡同郷柑 臼・e iK i
戦け叫吐 r.i '*) -'- 巾買

収され移転
第 3 条

176号 許可 猿Fd郡同郷柑 自宅珪設
飛行場班 設のた め買

収 され移転

第3 .5

条

17 7号 許可 16. 12 . 13 新治郡佐官て柑 1.5 08 1 .50 8 黄緑場建設
自給肥料確 保、桑 園

整理地
節 5 条

178号 許可 16 .12 . 15 土捕帝 0.4 10 0 .4 1 0 壬で住宅建設
住 宅 難 緩 和 の 為 必

要、桑 園
第 3 条

179 v 許可 16. 12 . 15 土浦市 0.3 10 0 .3 10 代任宅建設 住宅経緯和 の為必要 第 3 条

18 0号 許可 16 .12 . 15 '"', r? 1*1!下郎町 0.4 1 7 0 .4 17 tI仕t i .;j 住宅菜仕緩 和の為必 要

飛行場廷 設の ため買

収 され移転

第 3 条

18 1 v 許可 16 .12 . 15 真壁郡谷只柑 0.12 1 0 .12 1 自宅沈設 約 3 条

18 2号 許可 16 .12 . 15 掟 r; ra 叩け 1. 30 0 1 .30 0 移転 日宅建設 第 3 条

18 3号 許可 16 .12 . 15 筑波郡小野川村 0.50 0 0 .50 0 分家の住宅建設 第 3 条
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番号
許可/

不許可
* H n 農地 ノ所在地

面 積 (皮)
概 要 備 考

適用

条文田 畑 計

1S I'J 許可 16 .12 . 15 土浦市

6.7 10

0 .52 3

0 .2 20 0. 22 0 自宅廷設

住宅難緩和 の為必 要

節 3 条

185号 許可 16. 12 . 15 土浦市 0.3 29 0 . 32 9 貸住宅娃設 節 3 灸

186号 許可 16. 12 .15 土浦市 0.5 20 0 . 52 0 貸住宅班設 住宅 難緩和 の為必 要 節 5 条

187号 許可 16. 12 .15 新治郡志筑柑 0.7 26 0 . 72 6 農業倉庫廷設
桑 株補償 とあわせ 作

離料200円

水 害 による、農地 と

して不適

県営 土木事 業敷地 と

して買収移 転、作 耽

料反 当60 円

住宅難緩和の為必要

約 5 条

188号 許可 16. 12 .15 新治郡七会村 0.3 13 0 .3 1 3 農業倉雌雄設 約 5 条

189号 許可 16. 12 .15 西茨城郡笠間町 0.4 02 0 .4 0 2 煉瓦原料工場 廷設 節 5 条

190 ' 許可 16 . 12 .15 結城郡間田村 0.9 00 0 .9 0 0 自宅建設 戦 3 -T:

19 1号 許可 16 . 12 .15 猿島郡幸島村 0.4 01 0 .4 0 1 分家の住宅班設 節 3 条

192号 許可 16 . 12 .15 猿島郡飯島柑 0.7 00 0 . 700 自宅姐設 節 3 条

193号 許可 16 . 12 .15 稲敷郡龍ヶ崎町 0.3 15 0 .3 1 5 貸住宅建設 第 3 条

194号 許可 16 . 12 .15 日立市 0.1 24 0 . 124 貸住宅班設
住 七 馳 輯 fn >i 7¥ 」蝣

要、作耽料反当60円

耕地 と して不適

住 宅 難 緩 和 の 為 必

要、耕地 として不適

漁業 施設 と して、水

害地 で耕地 として不

過

住宅難緩和の為必要

節 5 条

195号 許可 16 . 12 .15 猿島郡幸島村 0.5 27 0 .5 2 7 信用組合事 務所 珪設 第 5 条

19 6号 許可 16 . 12 .15 猿島郡桜井村 0.9 12 0 .9 12 信用組合弔 花所 娃設 第 5 条

19 7号 許可 16 . 12 .15 猿島郡森戸 柑 0.8 06 0 .8 06 信 用組合-3f務所 娃設 第 5 条

19 8号 許可 16 . 12 .15 猿島郡長須柑 0.3 19 0 .3 19 農業倉碓建 設 第 5 条

19 9号 許可 16 . 12 .15 猿島郡古 河町 0.4 00 0 .4 00 自宅娃設 節 5 条

20 0号 許可 16 . 12 .15 多賀郡高萩町 4.3 03 4 .3 03 貸住宅娃設 約 5 条

20 1号 許可 16 . 12 .15 稲敷 郡龍ヶ崎町 1.1 03 1. 103 軍需品製作所辻設 第 5 条

20 2号 許可 16 . 12 .15 稲敷郡 龍ヶ崎町 0.7 10 0 .7 10 軍需品製作所建設 第 5 条

20 3号 許可 16 . 12 .19 ilf.-V--叫 郡下七m r 5 .8 09 12 .5 19 船揚 場と して使用 節 5 条

20 4号 許可 16 . 12 .19 那珂 郡勝 田町 0.8 22 0 .8 22 貸 住宅控設 第 3 条

20 5号 許可 16 . 12 .19 那珂郡勝 田町 0.2 20 0 .2 20 Yi lL il 住宅牲緩和の為必要 第 3 条

20 6号 許可 16 . 12 .19 日立市 0.2 11 0 .2 1 1 貸 住宅建設 住宅難穏和の為必要 第 3 条

20 7号 許可 16 . 12 .19 日立市 0.2 00

3 .6 10

0 .2 00 貸 住宅建設
住 宅 難 緩 和 の 為 必

要、耕地 として不通
約 3 条

20 8号 許可 16 . 12 .19 多賀郡櫛形 村 0.5 23 貸住 宅班設 住宅難緩和の為必要 第 3 粂

20 9号 許可 16 . 12 .19 那珂 郡勝 田町 3.6 10 貸住宅娃設 住宅雑種和の為必要

住宅菜任綬和の為必要

節 5 条

210号 許可 16 . 12 .19 日立市 0.60 4 0 .6 04 -V iR 理詰 節 5 条

21 1号 許可 16 . 12 .19 日立市 0.30 3 0 .3 03 自宅建設 節 5 条

212号 許可 16 . 12 .19 E]立市 0.2 11 0 .2 1 1 自宅建設 第 5 条

213号 許可 16 . 12 .19 日立市 0.40 9 0 .4 09 自宅建設 巾 5 -S

ご11 >J 許可 16 . 12 .19 E]立市 0.3 11 0 .3 1 1 貸 住宅建設 ・V.T>

2 15号 許可 16 . 12 .19 日立市 0.40 2 0 .4 02 貸住 宅建設 住宅雑種和の為必要

住 宅 難 綬 和 の 為 必

要、耕地 として不適

第 5 条

216号 許可 16 . 12 .19 多賀郡 多賀 町 0.60 0 0 .6 00 自宅建設 第 5 条

217号 許可 16 .1 2 .19 多田郡 多賀 町 0.22 0 0 .2 20 自宅班設 約 5 条

218号 許可 16 .1 2 .19 多賀郡 多賀町 0.2 10 0 .2 10 自宅建設 節 5 条

219号 mM 16 . 12 .19 多賀郡 多賀 町 1.82 7 1.8 27 貸住 宅建設 約 5 条

22 0号 許可 16 .1 2 .19 多賀郡 多賀町 0.8 14 0 .8 14 貸住宅建設
住 宅 難 緩 和 の 為 必

要、耕地 として不遇
第 5 条

22 1号 許可 16 . 12 .19 日立市 0.6 11 0 .6 1 1 貸住 宅建設 住宅難緩和の為必要 第 5 条

22 2号 許可 16 .1 2 .23 水戸市 1.0 19 1.0 19
グ ライダー製作工場

建設
礼? n i~ o ため 約 3 条

22 3号 許可 16 .1 2. 23 東茨城郡河和 田柑 2.10 4 2 . 10 4 テ レピン泊工場建設 作紙料反当85円 節 5 条
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番号
許可/

不許可
!¥-n n 農地ノ所在地

面 積 (反)
概 要 備 考

a m

条文
田 畑 計

224号 許可 16.1 2. 26 稲敷郡龍 ヶ崎 町

0.50 4

13 .62 8 13. 62 8 道路新設拡張
公 益上必 要、作離 料

反当60円
第 3 条

22 5号 許可 16 .1 2. 26 猿 島郡 同郷村 1.20 3 1 .20 3
住宅付属建物移転建

設

逓 信省用 地 と して買

収

逓信省用 地 と して買

収 され移転

第 3 条

22 6号 許可 16 .1 2. 26 猿島郡 同郷村 1.32 4 1 .32 4 分家の住宅建設 第 3 条

22 7号 許可 16 . 12 .26 猿島郡 同郷 村 1.90 0 1 .90 0 自宅建設 第 3 条

22 8号 許可 16 .1 2. 26 猿島郡 同郷村 1.52 0 1 .52 0 自宅建設
逓 信省用 地 と して買

収 され移転
第 3 条

22 9号 許可 16 . 12 .26 猿島郡 同郷 村 0.12 7 0 .12 7 自宅五里設
逓信省用 地 と して買

収 され移転
第 3 粂

23 0号 許可 16 . 12 .26 猿島郡同郷 村 0.70 3 0 .70 3 自宅建設
逓信省 用地 と して買

収 され移転
第 5 条

23 1号 許可 16 .1 2. 26 鴇.O iir;阿巧 け 1.00 3 1 .00 3 自宅珪設
逓 信省fTJ地 と して買

収 され移転
第 5 条

ご3ご'/ 許可 16 . 12 .26 猿島郡 同郷 村 0.82 7 0 .82 7 自宅珪設
逓信省 用地 と して只

収 され移転
第 5 条

23 3号 許可 16 . 12 .26 真壁 郡黒子 村 0.4 20 0 .42 0 自宅娃設 第 5 条

234号 許可 16 . 12 .26 真壁 郡伊讃村 0.50 4 分家 の住宅建設 第 5 条

合 計 28 .2 04 28 2 .10 1 3 10 .30 5

5 号

6 号

不許可

不 許可

16.0 5 .28

16 .0 6 .13

猿島郡勝庇 柑

多賀郡多賀町

0.20 0

5 .12 2

0 .80 7

5 .12 2

0 .80 7

「耕地 トシテ適 地ニ付 山林 トスルコ トハ許

可 シ難 シ」

「付近農地作物ニ著 シク被 害ヲ及 ボス虞 ア

リ耕作者 ノ生活安定 ヲ害スル虞 アリ」

第 3 条

第 3 条

7 号 不許可 16.0 8 .27 日立市 0.2 11

1.5 26

5 .92 8

1.5 22

0 .2 11 「幕別乍者ノ生 活安定 ヲ害 スル虞 アリ」 第 3 粂

1 号

2 号

3 号

4 号

不 許可

不 許可

不許可

不 許可

16. 10 .20

16 . 12 .16

16 . 12 .16

16 .0 5 .07

多賀郡 多賀町

稲敷郡龍ヶ崎町

畦島郡大 同村

東茨城郡下大野柑

0.20 0

1.52 6

5 .92 8

1 .52 2

「周囲ハ良田ニシテ家屋 ヲ廷設 スルニヨリ

隣地 ニ被害 ヲ及ボス虞ア リ ト認ム」

「龍ヶ崎国民学校敷 地 トシテ町当局 ニ於 テ

交 渉中公益 ヲ無視 シテ羽田精機会社ニ賃料

卒研 150円ニテ賃貸 セン トスルモ ノナ リ」

「小作人 トノ感情 問題 ニ依 リ土地 ヲ引上 ゲ

梯林 セン トスルモ地方労力 ノ惰況 ヨリ見テ

耕作可能ナ リ」

「耕作者ノ生活安定 ヲ害スル虞 アリ」

第 5 条

第 3 条

第 3 条

第 3 条

合 計 0 .2 00 15 .32 6 15 .52 6

総 計 28 .4 04 29 7 .42 7 32 5 .90 1

illft : rLl的rL性別「叩一ir f.EJ>if」.1ff三重笥rciuilH 1城こrl三甲.'i:R所軋.

荏:年月日は昭和である。

が、それほどの偏りをみせてはいない。次に労務

者住宅であるが、 9件とあまり多くはない。地域

的には偏っており、多賀郡多賀町の日立製作所労

務者住宅建設3件をはじめ、目立市2件(うち、

1件は日立製作所労務者住宅建設)、稲敷郡龍ヶ

崎町2件、那珂郡勝田町1件(日立製作所工員合

宿所建設)などと日立市・水戸市周辺、日立製作

所関連が目立っている(13)。倉庫事務所は29件であ

ったが、農業倉庫建設が20件と多い。信用組合事
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務所建設も4件みられた。倉庫事務所の場合は、

地域的には同市町村の場合は1件もなく、きれい

に散らばっているのが特徴である。その他、国民

学校などの運動場敷地への転用が6件みられた

が、これらはすべて許可されている(サ,

以上をまとめておくと、第1に、茨城県でみら

れたように、県内でも地域的に申請の偏りがみら

れたことである。この状況は全国的には申請件数

の多い茨城県と極めて少ない滋賀県との違いにも



みられたように看取されるものであったが、おそ

らくそれは、陸海軍施設の配備、軍需関連産業・

重工業の配置とそれに伴う労働者・住民の移動状

況に基本的に規定され、具体的には、工場廷設、

労務者住宅と一般住宅(貸住宅建設)の申請状況

に端的に表れたと考えられる。第2は、道府県に

より許可基準に幅があった可能性が高いという点

である。たとえば、茨城県は一般住宅や民需用工

場建設への許可基準がかなり緩いとみられるが、

滋賀県はやや厳しかったように思われる。第3に、

全国道府県共通の、いわば定番の許可事例として

は、軍需工場、労務者住宅、一般住宅、農業倉庫、

運動場があったといえる。このうち、地域的な特

徴が表れた、つまり行政側の許可基準に最も幅が

みられたのは一般住宅建設であったろう。したが

って、一般住宅建設に対する申請状況とその許可

状況が道府県の処理状況を特徴付けることになっ

たと考えられるのである。上記したように、全国

的にみて一般住宅建設の件数・面積が大きかった

のは、都市あるいは都市周辺地域であった,15,

(1)戸鴫芳雄「第二「臨時農地価格枕制令」 I 「臨時gfL

地等管理令」の逐条解説」中央物価統制協力会談

『臨時農地価格統制令臨時農地等管理令解説J 1941

年5月、 33頁。

(2)前掲r臨時農地価格祇制令臨時農地等管理令解説J

31Tic

(3)前掲r臨時農地価格統制令臨時農地等管理令邪説」

34頁。 「臨時農地等管理令‡守疑応答」 (前掲r臨時農

地価格統制令臨時農地等管理令解説J 70頁)では、

「其の事業又は施設が時局に積極的意義を有せざる

が如きもの等を謂ふ」としている。

(4)以上、前掲r臨時農地価格統制令臨時農地等管理令

解説J 34-35頁、 71頁。

(5) 「臨時農地価格統制令・臨時農地等管理令要綱質疑

応答」 『集成」 10、 1972年、 518-519頁。同趣旨は、

「臨時農地等管理令質疑応答」前掲r臨時農地価格

統訓令臨時農地等管理令解説J 69頁も参照。

(6) 「臨時農地価格統制令並二臨時農地等管理令実施二

間スル件」 (農林次官から滋賀県知事宛通牒、 1941

年2月22日) r臨時農地管理J滋賀県行政文吉O　同

通牒は前掲r臨時農地価格統制令臨時農地等管理令

解説』 113-116頁、前掲r集成』 10、 525-528頁に

も掲載されている。

-108-

(7)岸良一「約一「臨時農地価格統制令」 ・ 「臣馴寺農地

等管理令」の概要」前掲r臨時農地価格統制令臨時

に地vrvslこ叩irWKJ IOr旦~。

(8)前掲r臨時農地管理J滋賀県行政文吉には、労務者

住宅供給計画による労務者住宅用敷地については特

別の考慮を払い臨時農地等管理令的3粂・第5条の許

可を速やかに行うこと、という内容の、厚生省社

会　　汁ricmt'ifji主かrw>地-)} {ミて', '<蝣&の「臨時?"

地等管理令ノ運用ト労務者住宅用敷地二間スル件」

(1941年5月31日)が綴じられている。同様の文書

は　r臨叫FTl地蝣>{''!川　ri:[Vlする・丁川Lそn l J (Ctト

省文書)にも綴じられている。また、少し後になる

が、甲造船促進対策として、甲造船関係工場につい

ては、海軍官吏の行う如く措置すべき旨が通牒され

た(1943年2月24日付)。甲造船関係工場とは、長

さ50メートル以上の鋼船、又はその製造若しくは修

繕に必要なる船舶用機関、賎装品その他船舶用品の

製造又は惜純をなす工場である(以上、前掲r臨時

農地等管理令に関する資料そのU)c　これらは、

「産業、交通、厚生政策等諸般ノ要請」の郡例であ

ろう。

(9)ただし、東京は1943年のデータを欠いている。

(io) r農地改革関連:Zf料J農林省文書O坂根窮弘「:rr料

日本における蛇時期農地・農地政策関係rf料(3)」

r広島大学経済論叢」 26-3、 2003年で筏刻・紹介し

ているので、参照いただきたい。

(ll)都道府県文吉で、臨時農地等管理令関係文吉を得ら

れることは稀である。全国の都道府県行政文　を調

査したが、臨時E芝地等管理令第3条・第5条関係文

書が残されていたのは、滋賀県、茨城県、富山県で

あったo　このうち、富山県については、富山県公文

書館に、 r昭和21年臨時農地等管理令的5条の許可

申請」が所蔵されており(r冨山県行政文許日録J

第3集、 1994年参照)、他のr昭和20年臨時農地価

十.各紙別'iJ蝣'f5 3 -」 i ii'i^;;i;nr申昌l'(J、 rafiiiw臨時ITl

地等管理令的7条2項の許可申請』とともに、 2007

年1月に同館にて閲覧王申請をしたが、富山県公文古

館条例施行規則第5条第1項(「個人若しくは団体

の秘密の保持上又は公益上の理由」)を根拠に、閲

覧をすべて拒否された。

(12)前掲r臨時農地価格枕制令臨時農地等管理令解説J

69頁。

(13)日立製作所多賀工場は1939年4月設立。日立製作

所.日立鉱山など戦時和に労働者数が急速に増加し



ているo 『E]立市史」 1959年、 r新修日立市史l下巻、

1996年などを参照。ちなみに、山下直登r資本と地

域社会-戦時下日立製作所の農村進出j (校倉番房、

1995年)は、茨城県水戸市・那珂郡への日立製作所

の進出(工場用地買収)を扱ったものであるが、臨

時農地等管理令施行前の事例であったO　ちなみに、

1943年8月現在で茨城県にあった「防空上斑も重要

な軍需工場」は、日立製作所水戸精機工場(那珂郡

勝田町)、 E]立製作所多賀工場(多賀郡多賀町)、日

立兵器水戸工場(那珂郡勝田町)であった(r商工

行政史J下巻、 1955年、 427-443頁)0

(14)全件数の地域的散らばりを示しておくと、日立市44

件、多空耳郡多賀町27件、猿島郡古河町19件、杖畠郡

同郷柑14件、水戸市14件、稲敷郡龍ヶ崎町9ft、土

浦市9件、那珂郡勝田村6件、東茨城郡上大野柑5

件となる(以上、 5件以上の市町村)。日立市が飛

び抜けて多くなっているが、その84% (44作中37作)

は一般住宅建設であった。なお、衷4-3-1、表

4-3-2で茨城県庁が分類した事業別件数と、上

記の筆者が分類した事業別件数が若干食い違ってい

るが、ある事件をどちらの事業に分類したのかとい

う点に基因していると思われる。

(15)なお、罷林省は、施行後1年を経た1942年4月4日

付で、臨時h<地価格統制令並びに臨時JTt地等管理令

の取扱方針.条文に対する疑義・将来条文改正等の

希望について、道府県に照会している。それに対し、

茨城県毘政課の小口寿三郎地方小作官は、臨時農地

等管理令について、 1942年4月28日付で次の回答を

している(前掲r臨時農地等管理令並に臨時・資金調

整蝣;.サ..fn tf:妄:りh

Hi!

臨時E一地等管理令二付テ

一、取扱方針二間スル件

(-)学校、寄病舎、住宅等建設ノ場合妊坪二対スル所用

敷地(運動場ヲ含ム)ノ標準ヲ示サレ度シ

(二)小作人ノ離作二対スル作離村ノ標岬…ヲ示サレ度シ

・V-*"-

本県ノ取扱方針

(1)農地ヲ買受ケテ耕作以外ノ日的二任用セントスル場

合二於ケル作離科ハ王訓又価格ノ一割ヲ標準トス

(2)其ノ他ノ場合二於テハ別、限-ケ年分ノ収益ヲ標準

トス

二、条文二対スル疑義ノ件

該当ナシ
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三、将来条文改正等ノ希望こ関スル件

(-)違反者二対スル罰則ノートシテ原状剛夏ヲ命シ得ル

モノトスルコト

(二)別表ノ場合ヲ全部削除スルコト

農地洪廃ノ制限コソ本令制定ノ主要ナル目的ナリ然

二別表ノ法令二位ル処分ハ農地ノ漬廃ニハ何等ノ関

心ナク行ハル、ヲ以テ別表ノ法令二位ル処分ヲ以テ

本令ノ許可ヲ要セザルモノトスルハ本令ノ主旨ヲ没

却スル慎アリ且ツ巧二本令脱法ノ具二供セラル、場

合モアルヲ以テ之ヲ全部削除シ別表二掲ゲラレタル

ガ如キ法令二基キ処分ヲ受クル場合ト経常こ本令二

位ル許可ヲ要スルモノトスルコト

興味深いのは、学校や寄宿舎・住宅の建坪の標準

並びに作椛料の標準を求めている点(茨城県地方小

作官は買収価格の1割の作離料支払いを指導してい

た)、違反者への罰則として原状回筏を命令できるよ

う求めている点(小括で述べるように、売17契約も

含め既成事実が先行すると追認せざるを得ない根本

的弱点を臨時農地等管理令はもっていた)、別表の場

合を全部削除すること、であるo克之後の別表とは、

臨時JTt地等管理令施行規則第5条の臨時JTt地等管理

令第4条第2項と第6条第2項の処分(「主務大臣又

ハ地方長官ノ命令、免許、許可、認可共ノ他ノ処分」)

につき、 frt林大臣が定めた法令の一覧表(アルコー

ル専売法外73法令)である。この別表の法令に基づ

き処分を受けたときには、臨時農地等管理令第4条

・v;2Jnitte条?.2mにこり、臨畔　地'・'!I.;こFIN㌻tt

3粂及約5条の適用が除外されたO　このようになる

と、事実上、地方小作官の関与外で農地転用・農地

m暁が進んでいった.なお、全国の地方小作官から

この回答が農林省に送られたはずであるが、農林省

文fflにはその関係簿冊は残されていない。

3)国・道府県による農地転用・農地漬廃

ア)臨時農地等管理令第7条の運用状況

臨時農地等管理令第7条申請事件処理状況は、

申請件数が毎年150件から200件、承認(又は了承)

面積が2500町-3500町程度となっている(表6)0

1件当面積は25町～35町程度とかなり大きい。も

ともと5000坪を超える申請事件ではあったが、第

3条・第5条申請事件と比べると、 loo情-200倍

の規模で大口の農地転用・農地潰廃であったこと

が確認できる。第7条事件の場合も、 1%-3%

ほどの若干の不了承・不承認事件がある。



第7条事件については、これ以上のデータを検

討することは出来ない。農林省文書には、第7条

の個別事件の農林大臣宛協議関係文書等や第7条

事件の台帳があったはずであるが、現在残されて

いない。道府県文書にもこれまでの調査では第7

条事件関係の資料類は、後述の茨城県の資料

(『臨時農地等管理令並に臨時資金調整法等関係

表6　臨時農地等管理令第7条申請事件処理状況

綴』 1941年～43年、 『農地等管理令関係本省往復

文書綴J 1944年-45年、茨城県行政文書、茨城県

立歴史館所蔵)を除き、みつけることは出来なか

った。また、 5000坪以下の国・道府県による農地

転用・農地潰廃については、臨時農地等管理令通

用除外になっていたため、もともと関係資料は存

在しない。

yssi事厨

年度
申請

件数

処理

件数

申請通承認 (又は了承) 条件付承認 (又は了承) 不承認(又は不了承) -fc !市

件数件数 田 畑 其ノ他 計 件数 田 畑 共ノ他 計 件数 面輯

1941年度 155 145 111 9375 7776 269 17420 34 6043 10639 50 16732

5 544

10

1942年度 191 166 117 7206 6921 187 14314 44 4607 3797 573 8977 25

1943年度 171 170 134 5797 7005 382 13184 34 6392 5593 1688 13673 2 149 1

出典: r農地別度前科炎成j lO、 1972年、 539-542頁O

注1) 1941年は2月から12月分である。

2)ちなみに、臨時前金調整法窮4粂及第4条ノ2の規定のみによ

た。

イ)軍用地・軍需関係産業による農地転用・農地漬廃

「軍機保護上支障アル事項」による農地転用・

農地潰廃も、臨時農地等管理令適用外なので関連

資料はまったく残っていない。ここでは次善策と

して、当時農林省で行われた時局関係潰地調と農

地潰廃状況調査を検討しておきたい。時局関係潰

地調は1941年1月～12月の期間における農地潰廃

調査で、原因項目別内訳は「軍用地」 「軍需工場

敷地」 「軍需鉱業其他」である　1943年4月に

地方庁に照会した農地漬廃状況調査は1937年～42

年までの毎年の農地潰廃面積を、 「軍施設」 「軍需

工場鉱業用地」 「各官庁関係用地」 「其ノ他」に分

けて調査している。本稿では、臨時農地等管理令

施行以降の検討が目的であるため、道府県別に

1937年～40年の合計、 1941年、 1942年に分けて検

討したい(表7) (2),ただし、時局関係潰地調・

農地潰廃状況調査ともに、そこにあがってきてい

る数値は軍用地(軍施設)や軍需鉱工業用敷地に

よる農地潰廃面積であり、本稿で検討している臨

時農地等管理令による区分でいうと、 「軍機保護

上支障アル事項」による農地転用・農地漬廃のほ

かにも、臨時農地等管理令第3条・第5条許可に

よる農地転用・農地潰廃、 5000坪以下の国・道府

県による農地転用・農地漬廃、第7条の農林大臣

了承・承認による農地転用・農地潰廃、が混在し

たものとなっている。しかし、のちに検討するよ

うに、 「軍機保謹上支障アル事項」による農地転

り認許可された面積が、 1941年2F1-12月417町、 1942年1月～12月300町、あっ

用・農地漬廃が圧倒的な部分をしめていたことは

間違いなく、時局関係潰地調や農地漬廃調査によ

る検討により、 「軍機保護上支障アル事項」によ

る農地転用・農地潰廃の動向をある程度うかがう

ことが出来ると思われる。

まず、時局関係潰地調であるが、残念ながら、

おそらく最大の農地潰廃面積をしめたと思われる

北海道の調査を欠いており、合計値はその分低く

なっている。農地潰廃状況調査から推測すると、

北海道は全体の15%前後をしめており、それも畑

地の漬廃面積の多くをしめていたはずである。こ

の北海道を除いた全国数倍でみると、時局関係潰

地は、田が2900町、畑が3539町となる。案外、田

地面積が多くなっている。原因別には、 「軍用地」

4264町、 「軍需工場敷地」 718町、 「軍需鉱業其他」

1457町である。軍用地では、茨城391町、千葉279

町、東京279町、神奈川232町、三重487町、愛媛

318町、長崎493町、大分417町、宮崎242町が200

町を超えた府県である。 「軍需工場敷地」では東

京132町、 「軍需鉱業其他」では東京234町、福井

128町、愛知124町が目立っている。

次に、農地漬廃状況調査(表7)であるが、合

計では1941年が8403町、 1942年が12903町であり、

1.5倍に増加している。軍施設、軍需工場鉱業用

地でも、 1942年のほうがかなり拡大している。道

府県別に農地漬廃面積(合計)でみると、 1941年

では神奈川1167町、山口1002町、北海道877町、

-no-



表7　道府県別農地漬廃面積一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位:町

1937年～

40

1941年 1942年 1937年～

42年

合計 軍施設
恥 .."X 叫

鉱業用地

古Tifj

関係用地
其ノ他 合計 V M 設

軍需工場

鉱業用地

,V i'srT

関係用地
其ノ他

合計 ii-ut

北海道 5047 877

10

56

84

177

142

1

19

51

651

12

30

1670 228 133

31

213

蝣1O

1096 7595

青 森

岩 手

304

・1-10

10

177

ll

31

6

2874

87

85

4

44

325

648

宮 城 516 70 1

24

2945 6 3532

秋 田 63 12 12

6 1

4 7

'VI 7 6 10 97

山 形 68 43 93 31 50 12 204

福 島 173 98 7 31 26 4 1 303

茨 城 1561 61 4

59

23

6 114 19 26 70 1736

栃 木 139 58 5

61

6

2

160 62 6

ll

5

29

357

群 馬 518 228 169 43 43 788

埼 玉 505 30 28 142 28 676

千 乗 664 419 294 40 j_2 246 34 31 1406

東 京 1094 230 126 44 16 45 5 10 1CP

16

750

253 25 39 1834

神奈川 1518 1167 840 49 149 130

8

53

273 83 IL'1 69 2959

t'i ;局 225 42 24

206

14 3 47 ・)蝣) 14 ll

蝣1

39

70

313

富 山

石 川

福 井

山 梨

長 野

岐 阜

静 岡

245

84

78

27

10Ll

119

2356

88

26

25

780

47

25

469

40

18

52

56

ll

蝣1

65

93

1366

51

9

17

77

427

5

4

9

119

388

95

109

51

167

2 12

4501

愛 知 971 514 53 95

36

195

44

171

17

1321 561 _S3

150

4 蝣173

ll

2807

三 jR

滋 賀

4 67

17

260

5

260

5

2 15

ll

200

305

15

25

9 12

33

京 都 745 231 133 5 16 35 1492

大 阪 513 10J 8 ・)'1 67 5

10

226 57 17 140

46

ll 841

兵 蹄

奈 良

和歌山

鳥 取

島 根

岡 山

1687

51

358

298

38

40

235

3

18

32

138

90

28

192

124

3

O'l

3

J

128

169

91

337

82

19

2bT

31

142

70

51

82

68

8

5

2091

54

・lbb

666

38

260

広 島 472 249 44 ll 232 111 40 30 953

山 口 363 1002 803 148

14

87

47 3

5

41

14

387 376 5

ll

6 1752

牡 馬

香 川

愛 娘

156

148

n

119

5

101

4

32

10

31

42

30

2 10

32

'V >

128

10

8

52

17

9

ll

207

30

477

高 知 4 151 151
.

4 159

福 間 818 187 60

14 5

206

so

26

蝣181 350 1486

佐 幻 4 1 39 6

153

1715

109 0 105 4

14

939

189

長 崎 521 159 232 208

3î

61

7255

7 9 12

熊 本

大 分

宮 崎

庇児島

沖 縄

902

487

7042

4 32

19

168

206

80

57

5

1264

27

53

109

ll

27

6

33

2400

1097

746

7042

621

S7

計 32436 8403 4218 1188 12903 22 18 53741

Hi印こ　rn;if;us'T -i l】rL触n驚1L、xnid c'け/rlL

描: 1)原未の不整合は惜正した。

2)和歌山・島根は合計のみで、内訳は不明O宮崎は原資料が欠。
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静岡780町、愛知514町、千葉419町が、 1942年で

は宮城2945町、北海道1670町、静岡1366町、愛知

1321町、東京510町、京都516町、福岡481町、山

口387町、鳥取337町が、突出して多くなっている。

項目別にみると、軍施設が圧倒的多数をしめてお

り、 1941年では5割が、 1942年では約6割が軍施

設である。時局関係潰地調でも3分の2が軍用地

となっており、同様の傾向をみせている。軍用地

による農地潰廃がかなり多くの部分をしめたこと

が確認できる。なお、 1941年については、時局関

係潰地調と比較可能であるが、食い違っていると

ころが見受けられる。理由は不明であるが、どこ

まで時局関係潰地・農地潰廃地として央計してい

くのか、という張計基準の点で違ってきていると

思われる。

(1) 「時局関係潰地調」はr農地改革関連:rt料J農林省

文吉に所収。坂根茄弘「資料　日本における戦時期

.Cht・" J'Jl'jvalVMiviJ川・ t31 」 r広.LLJtノ)-:f子折こin

26-3、 2003年に、掲載しているので、本稲では再

掲しない。

(2)農地渋廃状況調査は、 T農地潰廃状況調査」農林省

文書というB冊に地方庁からの回報文吉が綴じられ

ている。当時農林省のほうで1937年-42年の合計を

道府県別に集計した一覧表を作成しているが、公表

されてはいない。この一覧表については、坂根前掲

「ufl []トにおけるvinmz地　r*f>地ftJumfiat

料(3)」を参照いただきたい。なお、前掲r農地駅

廃状況調査』には農林省から道府県への調査依師の

照会文古が残されていないが、 r農地調整二間スル

綴』 (京都府公所文古園部事務所文吉、京都府立総

合資料館所蔵)には、京都府が船井地方事務所に宛

てた照会文詐(昭和18年4月19日付)が残されてい

る。それによると、 「昭和十二年支那事変発生以降

各種施設ノ新設拡張二伴ヒ潰地面積一万坪以上ノモ

ノこ付至急左記様式二困り御調査ノ上極秘取扱ニテ

折返御回報相煩度」となっている。つまり、一万坪

以上の農地m廃両税を調査対象にしていたことがわ

かる。この点は、たとえば、香川県から農林省への

回報で「自昭和十二年至昭和十六年ノ五年間ニハ潰

地面積一万坪以上二及ピタルモノナシ」としている

ことと符合する。しかし、他の府県では1万坪以下

の農地潰廃両杭も調査対象となっているところも散

見され、このあたりは必ずしも徹底されていなかっ
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たようである。

4)臨時農地等管理令の運用と

農地潰廃面積

ここでは、臨時農地等管理令の運用と実際の農

地潰廃の状況との関連について検討したい。焦点

の一つは、脱法行為(問行為)による農地転用・

農地潰廃がどの程度存在したのかという点であ

る。

さて、実際の農地漬廃面積はどれぐらいであっ

たであろうか.とりあえず依拠しうる資料は『農

林省統計表』 (一時『農商省統計表』となるが、

以下では『農林省統計表』とする)である。 『農

林省統計表』には「耕地拡張及潰廃面積」の統計

があり、その中に潰廃面積の道府県別データが掲

載されている。漬廃面積は、水害などによる荒廃

と人為的変換に分けられている(以下、表8を参

輿)。荒廃はだいたい潰廃農地面積の1割～2割

程度で、残りの9割-8割ほどが人為的変換であ

る。本稿で問題になるのは後者の人為的変換であ

る。人為的変換の内訳項目は、耕作放郷、宅地、

鉱工業用敷地、病院事務所敷地などである。残念

ながら、先の臨時農地等管理令第3条・第5条の

事業別一覧表と必ずしも同じ項目となってはいな

いし、年度も半年近く食い違っている。人為的変

換のなかでは、耕作放酢1)が2割から4割をしめ

ており、最大の項目となっている。耕作放郷は、

地域的には北海道がかなりの割合をしめている

(たとえば、 1942年では85%)c　続いて、林地・牧

野に転換したものがあわせて2割程度となり、耕

作放郷とあわせて半分程度をしめることになる。

耕作放掛や林地.牧野への転換は基本的に労働力

不足によるものであったが、林地・牧野への転換

も北海道が多く、北海道における労働力不足の深

刻さを物語っている。人為的変換では、次いで訓

練場・飛行場等が1割から2割、鉱工業用敷地が

1割前後、宅地が1割弱程度と続く。特に、訓練

場・飛行場等-の転換は年々増加し、 1944年には

約2万3千町歩でピークとなり、耕作放都を抑え

農地漬廃の最大項目となった。

次に本題である、 F農林省統計表』による農地

漬廃面積と臨時農地等管理令第3条・第5条・第

7条の許可面積との関連を検討しておきたい。上

記したように、臨時農地等管理令による農地転



表8 『農林省統計表』による戦時期農地潰廃状況　　　　　　　　　　　　　　単位:町

年度

人 為 的 変 換

耕地放J那 宅地
鉱工業用 学校用 病院事務所 余肺郷 畜舎月巴料 神社仏間 運動場

道路
敷地 敷地 等敷地 敷地 者厘渡合等 慕地忠霊塔等訓練場飛行場

1941年 14 ,23 1 3.958 5.63ユ 蝣IOS 64 )L 1 17 4,027 i,061

1942年 22 .803 :.606 5.209 304 145 155 10 49 5,266 1,351

1943年 13 ,383 3,606 9,669 728 236 162 75 39 9,937 2.3 15

1944年 15,618 3,352 9,160 796 362 4 14 194 147 22,667 3,372

1945年 33,145 2,827 6,146 444 284 332 209 122 14,702 4 ,010

年度

人 為 的 変 換

荒廃
in '七 mt地

面積総計鉄道軌道
河川用 .

悪水路

池沼tf-73(in池

プI ル等

堤防堤塘堰

HL 'i 荘斗
林地 牧野

1941年 619 484 69 Ii7(l 5′875 502 37,249 8,493 45,742

1942年 658 904 138 J57 7,128 3,040 52ー021 5,788 57.5

1943年 820 1,467 374 452 8,026 4 ,370 55 ,658 ll,123 66,781

1944年 1,250 3,993 799 ・117 12,653 3 ,663 78,8 59 15,714 94 ,572

1945年 793 2,834 502 286 13,044 4 ,212 83,893 17,565 101,457

亡11*! : fC仕I'[ミミ.=lU rCRitl;純llJJ

往: 1)年度は、 1941年は1941年1月1E卜1941年7月31日、他は前年の8月1日～その年の7/J31EJ (たとえば、 1942年の場合には19Lll年s/ji a

-1942年7月31日)となる。

用・農地漬廃には次の4つの場合があった。 ①臨

時農地等管理令第3条・第5条許可の場合。この

場合は、民間や公共団体の事業・施設によるもの

で、面積の広狭にかかわらず通用された。民間の、

いわば細々とした小口の農地転用に特徴があっ

た。 ②国・道府県がかかわる事業・施設による

5000坪以下の農外転用・農地潰廃の場合。この

国・道府県がかかわる、いわば細々とした小口の

農地転用については臨時農地等管理令通用除外で

あり、フリーパスであった。 (事国・道府県のかか

わる5000坪を超える事業・施設による農外転用・

農地漬廃の場合。この場合は、臨時農地等管理令

第7条による了承・承認が必要であり、国・道府

県がかかわる、いわば大口の農外転用・農地漬廃

の場合であるo ④ 「軍機保謹上支障アル事項」と

いう理由で臨時農地等管理令を頭越しにした大規

模な軍用地・軍需鉱工業敷地等による農地転用・

農地潰廃の場合。農林省によれば、 「軍機保護上

支障アル事項」という理由ですべてが臨時農地等

管理令の適用除外となるわけではなかったが、事

実上は通用を回避したと思われる(21。

さて、これらの農地転用・農地漬廃は、実際の

農地漬廃面積のうち、どれぐらいをしめたのであ

ろうか。まず、 ①の臨時農地等管理令第3条・第

5条の場合であるが、許可面積は第3条と第5条
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をあわせて、 1941年度3721町、 1942年度3887町で

あった(表2参照)0 『農林省統計表』による農地

m廃両税(人為的変換)は1941年(1941年1月-

7月　37249町、 1942年(1941年8月～42年7月)

52021町であり、耕作放榔を除くと(3)、 1941年

23018町、 1942年29218町であった(衷8参照)0

臨時農地等管理令第3条・第5条許可による農地

潰廃面杭は、耕作放脚をのぞいた農地潰廃面積と

比べても、多くてその10分の1程度でしかなかっ

た川。 ②は5000坪以下の国・道府県がかかわる事

業・施設による農外転用・農地漬廃の場合である

が、その件数は多かったと思われるが、面積では、

次の③の場合を念頭に置くと、 『農林省統計表』

による農地潰廃面積の数%程度(多くても1割程

皮)でしかなかったと思われる。 ③は5000坪を超

える国・道府県がかかわる事業・施設による農外

転用・農地潰廃の場合であるが、この許可両積は、

1941年3415町、 1942年2329町であり、 ①の場合と

同株に多く見積もっても　r農林省統計表」による

農地潰廃面積の1割程度であった。 ④は大規模な

軍用地・軍需鉱工業敷地等による農地転用・農地

潰廃の場合で、臨時農地等管理令許可・承認数倍

にのぼってこない部分であり、面積でみると、こ

の部分が上記の①から③よりもかなり大きな部分

をしめたと思われる。この部分は正確にはつかみ



きれないが、先にみた農林省の農地潰廃状況調査

によると、 1941年の「軍施設」による農地潰廃面

積は4218町であり、 「軍需工場鉱業用地」による

潰廃面積を加えても5933町であった(表7参照)0

また、これも先にみたように、 1941年1月～12月

の時局関係漬地調による「軍用地」は4264町、

「軍需工場敷地」 「軍需鉱業其他」を加えても6439

町である。 T農林省統計表』による農地潰廃面積

(耕作放都を除いた人為的変換)は、 1941年23018

町、 1942年29218町であるから、 「軍機保護上支障

アル事項」という理由で臨時農地等管理令を頭越

しにした「軍用地」 ・ 「軍需鉱工業敷地」等によ

る農外転用・農地漬廃面積は　r農林省統計表』に

よる農地潰廃面積(耕作放郷を除いた人為的変換)

の凡そ2割から3割程度ということになる。もっ

とも、この時局漬地調や農地漬廃状況調査には、

上述したように、臨時農地等管理令第3条・第5

条許可による民間軍需企業による農地転用・農地

?H廃、 5000坪以下の国・道府県による農地転用・

農地潰廃、第7条の農林大臣了承・承認による農

地転用・農地漬廃が混在していたと思われ、二重

計算になっているそれらを除くと、実際の「軍機

保護上支障アル事項」を理由に臨時農地等管理令

を頭越しにした軍用地・軍需鉱工業敷地等による

農地転用・農地漬廃はより少なかったはずである
(5)

CI

以上より、 ①から④までの農地転用・農地潰廃

面積は、 『農林省統計表』による農地潰廃面積

(耕作放郡を除いた人為的変換)の多くても5割

から6割程度でしかないことになる。 (参の部分は

データとして把握できなかったので③からの推測

によっているが、この部分がもっと大きいとして

も、どうみても『農林省統計表』による農地清廉

面積には及ばない。この差は、間による農外転

用・農地潰廃の場合とみなければならない。つま

り、臨時農地等管理令違反の状態で農地転用・農

地潰廃を進めた場合である(6)。この間による農地

転用・農地潰廃がかなり大きな部分をしめていた

のである。この臨時農地等管理令違反による闇の

農地転用・農地漬廃を傍証する記述資料は多くは

ないが、たとえば山口県の『防長時報』には、
K&i

「近時臨時農地管理令の違反事件が多数発生する

のでこの趣旨を周知徹底させて、戦時下一人の過

ちもない様にしなければならない」、農林大臣ま
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たは地方長官の許可が必要であるのに「最近許可
~7`マ

なしに農地を潰廃して所罰を受くるに至る者あ

る」 (7)としている。

(1)耕作放郷とは、 「共の原因が土地其のものに非ずし

て労力不足、小作争議、離農等に因り耕作放郷地と

なったもの」 (r第22次JTi林省統計表　昭和20年J 53

頁)である。

(2)たとえば、茨城県の場合、 「軍機保護上支障アル事

項」と思われる約7条協議事件は1941年では陸軍省

の軍用地(射撃場新設用地　2.5町のみであったが

(r臨時農地等管理令並に臨時資金調整法等関係綴」

1941年～43年、茨城県行政文吉、茨城県立歴史館所

蔵)、 1941年の時局関係潰地調では軍用地による農

地潰廃面積は391.4町であり(「時局関係潰地調」 r農

地改革関連・Tf料J農林省文吉)、ほとんどの部分が

第7条事件としてのはってきていないことを示して

いる。

(3)耕作放掛こよる農地i朋引ま、臨時農地等管理令の対

象とならなかったとみられる。

(4)ちなみに、 『農家経済調査」により1937年から41年

までの農家あたりの宅地両杭をみると、順に、 3.08

畝、 3.10畝、 3.12畝、 3.24畝、 4.01畝となる(「農地

改革資料集成j　節1巻、 671頁)D戦時期にも農家あ

たりの宅地面積が拡大した可能性があり、その場合、

多くは問転用であったと思われる。

(5)ちなみに、先に注記したように、農地潰廃状況調査

は原則として1万坪以上が対象となっていた。しか

し、たとえば1941年で比較すると、時局関係潰地調

の「軍用地」 4264町歩、 「J下用地」 「軍需工場敷地」

「軍需鉱業其他」の合計6439町歩、一方、農地潰廃

状況調査では「耳王施設」 4218町、 「軍施設」と「軍

需工場鉱業用地」で5933町歩、それに「其ノ他」を

加えると7197町歩であり、この両者はそれほど大き

く食い違っているわけではないことが分かる。つま

り、農地潰廃状況調査の数値は、時局関係沼地調の

数値と比べて、それほど過小の数値ではないことが

理解できよう。なお、 1942年10月9日付で海軍次官

より農林次官に回答されたIhi耕地ヲ軍ノ施設ノ為

二潰廃シタル面積」を参考までに衷9に掲げておき

たい。残念ながら陸軍からの回答はなかったようで

あるが、この数値も時局関係潰地調や農地損廃状況

調査と矛盾するものではないことが確認できる。



表9　海軍による農地漬廃面積　　　　-'if一位:町

Ⅲ 価 計

1937年 117 16 3 3 10

19 38年 1,409 1,10 7 2 ,5 16

19 39年 758 60 0 1 ,3 58

19 40年 579 32 0 8 99

194 1年 1,400 94 2 2 ,3 42

計 4,293 3,13 2 7 ,4 25

出典: r臣か寺農地等箭邦令に関する溌料その1」農林省文打。

注: 「農地潰廃二間スル作　回答」 (1942年10月9Fl、悔耶次官より
農林次官宛)によるO

(6)ちなみに、 r抑え3県農地改革史　改革期末』 (1963年、

402頁)は、 「大略昭和十九年末迄の法規制に拠る転

用両手剤ま二二五町九反を数え得るが、実際はこの数

値以上の転用の進行していることは、 4・84表の県

統計で窺われるようである」としている。臨時農地

等管理令違反・問とは明言していないが、事実上そ

のことを示している。

(7)r防長時報」 18、 1942年6月1日、 6只。前掲T臨

時農地等哲理令に関する資料その1」には、工場建

設のため1,2町の農地所有権を取得し(転用目的の所

有権取得)、登記手続きを終えた後、臨時農地等管

理令第5条違反が判明し略式命令を受けた事例が熊

本県知事からE芝政局長に報告されているが(1941年

12月4日付)、表面化しない場合も含め、このよう

な違反事例がかなりあったと思われる。

4 、農地潰廃の進展と農工調整論
さて、戟時期における農地潰廃状況を検討して

おこう。まず、耕地面積であるが(表1-1)、

戦時中は畑地を中心に、 1941年2万町歩、 1942年

3万町歩弱、 1943年4万5千町歩、 1944年8万町

歩とかなり大規模な漬廃が進行した。特に、 1943

年・44年には年2万町歩から3万町歩の田地漬廃

が進行していた。復旧・開墾・干拓埋立による拡

張は、確かに減少傾向にはあったが、それほど大

きな減少をみせていたわけではなかった。むしろ、

それを大きく上回る人為的変換による潰廃が進ん

だのである。

農地潰廃状況を道府県別にみておこう。表10は、

1941年-45年までの農地潰廃面積の絶対値と1939

年耕地面積を基準にした潰廃割合を示したもので

ある1939年を基準にした潰廃割合の上位15道府

県を掲げている。実数では北海道の潰廃面積が

12.6万町歩と群を抜いている。全体の3分の1

(34%)を北海道のみでしめていた。続いて、 1

万町歩を超えたのが、鹿児島、愛媛、新潟であっ

た。この潰廃面積を、 1939年耕地面積を基準にみ

ると、最も漬廃割合が高いのは東京で、戦時期に

17%の農地が潰廃したことをしめしている。続い

て、愛媛13%、北海道13%、大阪13%、神奈川

11%、鳥取11%となる。都市近郊地域と北海道、

愛媛、鳥取が多くなっている。また、農林省は、

1938年以降毎年、不耕作地並びに裏作廃止面積の

調査を行っているが1㌧それによると耕作廃止面

積中にしめる北海道の割合は飛び抜けて高いもの

になっていた。例えば、全国の耕作廃止面積中、

1941年79%、 1942年96%、 1943年94%を北海道の

みでしめていたのである(2)。主な原因は労働力不

足であり、それに対して農林省・北海道庁は全国

農業学校生徒を中心とした北海道按農を推進した

(31
CI

軍需工業の地方への展開は、農地漬廃をもたら

し、農工調整問題を生んだ。農工調整問題が本格

的に論じられるようになるのは、 1943年に入って

からである。その問題の基本は、軍需産業の拡充

と食掛日産という相矛盾する2大国家目標の調整

であった。具体的には、工業の地方進出による、

農地の潰廃・減少、農業労働力の工業部面への流

出、耕作放棄地の増加、公害による農業生産の減

少、農業生産力の低い職工農家の増加、農業精神

の弱化などであり、守勢に立たされた農業の側か

らの危機感の表明という色彩が強く、 「工業方面

は斬る無関心なる態度」であった(4'。多くの論者

は、農工調整問題は「農工調和」あるいは「農工

両全」のもと解決されねばならないと主張したが

・5,、いずれの問題も相矛盾する国家目標の対立構

図から生まれたものであり、解決・調整は容易で

はなかった。かかる農工調整問題に対し国は、

「先づ各地重要工場並にその周辺農相の実態を明

確にするを先決」として、関係団体に調査を委託

している。企画院・内務省で工場側よりの調査を

担当し、農林省は農村側からの調査を担当した(61。

その成果は、 1943年から1944年にかけて印刷に付

されている<7)。協調会でも、 1943年5月に、官庁

並びに学会専門家を委員に協調会農工調整委員会

が組織され、研究会・報告会、現地調査、地方懇

談会などが行われた。その検討の成果は、 1944年

5月2日に「農工調整問題要領」として取りまと

められた。そして、 5月25日には、農相工業協会
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表10　道府県別潰廃面積

1 94 1年 、4 5年 耕 地 而 杭 に 対 す る 割 合

19 39 年

耕 地 面 積総 数 荒 廃
人 為 的

変 換

(内 、 耕 作

放 棄 地 )
総 数 荒 廃

人 為 的

変 換

(内 、 耕 作

放 棄 地 )

東 京

町 町 町 町 % % % % 町

7 . 3 77 2 6 2 7 , 1 14 2 6 7 17 .0 5 0 .6 1 16 .4 5 0 .6 2 4 3 , 25 7

愛 媛 12 , 14 8 6 ,8 8 0 5 .2 6 7 6 34 13 .2 4 7 .5 0 5 . 74 0 .6 9 9 1. 78 0

北 海 道 1 2 6 ,3 40 7 ,4 1 1 1 18 , 9 29 7 3 ,5 5 7 12 .9 1 0 .7 6 12 .15 7 .5 2 9 78 , 4 70

大 阪 6 ,7 85 1 ,2 5 2 5 , 53 3 7 4 0 12 .5 2 2 .3 1 10 . 2 1 1 .3 6 54 , 2 14

神 奈 川 7 . 4 06 5 3 7 6 ,8 6 8 1 80 l l .1 8 0 .8 1 10 . 36 0 .2 7 6 6 , 26 2

鳥 取 5 , 4 96 8 74 4 ,6 2 2 1 ,9 32 10 .8 6 1 .7 3 9 . 14 3 .8 2 5 0 , 59 5

静 岡 9 . 8 67 1 . 10 0 5,7 6 9 2 66 7 .4 8 0 .8 3 6 . 64 0 .2 0 13 1,」

山 口 7 , 7 55 2 ,5 8 5 5 , 17 0 2 79 7 .4 4 2 .4 8 4、96 0 .2 7 10 4 , 17 8

蛇 tn 13 ,5 86 6 7 3 12 , 9 13 P O O 7 .3 5 0 .3 6 6 . 99 0 .4 9 1 84 , 79 7

高 知 4 ,5 70 1 ,0 9 5 3 .4 74 1 84 6 .7 6 1 .6 2 5 . 14 0 .2 7 67 , 62 4

宮 崎 6 , 0 82 1 , 19 7 4 ,8 8 4 2 7 7 6 .4 7 1 .2 7 5 . 20 0 .2 9 9 3 , 95 6

広 島 7 , 0 54 1 ,7 6 7 5 ,2 8 6 9 14 6 .4 3 1 .6 1 4 . 82 0 .8 3 10 9 , 74 8

島 根 5 , 03 4 3 ,9 8 3 1 .0 5 1 2 35 6 .1 2 4 .8 4 1. 28 0 .2 9 8 2 . 23 0

福 岡 1,2 77 1 ,7 3 2 6 , 54 4 2 1 7 5 .8 0 1 .2 1 4 . 59 0 . 15 1 42 , 7 20

愛 知 8 ,5 30 5 8 5 ',9 4 6 2 4 0 5 .3 5 0 .3 7 4 . 98 0 . 15 1 59 , 43 5

全 国 計 3 66 ,3 60 5 8 ,6 8 3 30 7 ,6 8 0 9 9 ,1 80 6 .0 3 0 .9 7 5 . 06 1 .6 3 6 , 0 78 , 73 0

山典: r農林省統計刻。
注:坂根嘉弘「日本における蛇時爪地・農地政策関係溌半日(i) r広f吉大学経済論捌25-3、 2002年、表1 13-2に道府県別のデータを掲載して

いる0本表はそれを師略化したものであるo

を世話役に、官庁、財界、関係団体、学会の専門

家を会員とした農工協力中央会(会長吉田茂)の

設立に至った<8'。その後、政府は40道府県に農工

協力機関を設置することとし、 86の農工協力地区

を指定したが、それがどの程度具体化したかは疑

問であり、農工調整の限界は大きかった(9)。

ちなみに、協調会農工調整委員会の「農工調整

問題要領」における臨時農地等管理令に関係する

記述は次のようになっている。まず、臨時農地等

管理令については、 「農工調整は先ず臨時農地等

管理令、農業生産統制令として局部的応急的措置

が探られたが、これ等の措置は消極的であり応急

的弊害救済策であり」、より積極的な施策が要望

せられているとしている。つまり、農工調整問題

からすると、臨時農地等管理令は微温的な施策で

あるという評価であった。農地漬廃については、

①良田良畑を避けること、 (む過剰な土地面積の占

拠を避けること(将来の拡張を見越して必要以上

に土地を占拠する場合が多いこと)、を主張して

いる(10)農林省(農商省)が問題点として認識し

ていたことと同様であった。
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(i)ョ林省JT:政局fTt政課F昭和19年8月調　駁近二於ケ

ル小作地返還及農地ノ不耕作状況調査j　農林省文

吉o

(2)以上、脚寺中の土地改良政策については、坂根嘉弘

「日本における農地・農地政策関係溌料」 (1)、 (2)、

(3) r広j:3大学経済論叢」 25-3、 26-1・2、 26-3、

2002年、 2003年を参照。

(3)戦時期北海道の労働力不足については、たとえば次

のデータからも明らかである(以下、前掲r昭和19

年8月調　斑近二於ケル小作地返還及&地ノ不耕作

状況調査』 &林省文書。この資料は、坂根前掲「資

寸I nlこにおけるKサiw].rjti　　地止"t'Snffatft

(3)」で校刻・紹介しているので、参照いただきた

い)。 ①1943年1月-12月において、労力不足等の

ために作付を全部廃止した面積調査では、北海道は

田3935町、畑21055町であった.当時の北海道田畑

面積の2% (円)、 3% (畑)にあたり(他の都府

県では、最多の県でも0.2%程度)、北海道の作付廃

止面積は全体の)%　田)、 97% (畑)を占めてい

た。北海道の排作廃止面積の増加は昭和15年ごろか

ら顕著となった。 (塾全国の小作地返還両手別こ占める

北海道の割合も高かった。畑では1941年以降常に6



割から7割をしめていた。さらに返還後の措匿未定

の割合も北海道は55%と突出して高く、全国措置未

定両税の86%をしめていた1943年7月-1944年6

月)O小作地返還事由をみると、面積比で、労力不

足40%、「高賃金労力へノ転業」31%、農用資材等

不足6%、農用資材等価格高騰8%、その他15%と

なっている。農外流出も含めて、北海道では農業労

働力不足が顕著となっていたのである.

北海道庁.農林省はかかる北海道の労働力不足

への対策として農業学校生徒による北海道接農の

施策をとったo全国農業学校生徒を中心にした道

外援農動員計画(延120万人)が確定したのは1943

年3月である。この道外接農動員には、内原訓練

所が、満蒙開拓青少年義勇軍を援農部隊として送

り出すとともに、生徒引率教員の訓練校関の役割

を担った。北海道農会を受け入れ主体として、

1943年5月から道外接農が開始され、1944年・45

年と続けられた(高嶋弘志「戦時中の全国農業学

校生徒による北海道接農について」r会間古公立大学

地域研究j8、2000年)o石原治良rlttlhe事訓練と隊

組紙による食糧増産j(農業技術協会、1949年、

374-376頁)によると、農業学校生徒等による北

海近接農は、1943年2.6万人(延約百余万人)、1944

年1.9万人(廷約138万人)としている。北海道援農

については、石塚輿喜雄編著r大地への献身」(坐

国学徒はた調査室本部、1995年)に手記並びに各

fp/ltflがまとめられてiii)、Jtl在i'-lK-一九るfullの

:Ff相集である。

(4)以上、諸井貫-「農工調整論に就て」r経済聯盟j

4-2、1944年。引用は12頁。諸井は秩父セメント株

式会社常務取締役で、農工協力中央会の会員であっ

た.農工調整問題における農業例の「受身の立場」

「如何にしてこの社局に処せんかと苦悩する保身の

叫び」と工業側の「沈黙とも見られる消極的な態度、

EKKBSiE準備不足」については、酉水孜郎「農工協力方策に

就て」r農村工業Jll-6、1944年でも述べられてい

る(引用は3頁。酉水孜郎は当時、内務省国土局調

査官である)0

従来の研究では利用されていないが、協調会農工

調整委只会については、¥Sk工調整問題委員会j(近

藤康男旧蔵資料)並びにr農工調整問題関係綴1

sagれ(宮本倫彦旧蔵資料)が重要である。近藤康男旧蔵

資料は近藤康男文庫として農文協図古館が、宮本倫

彦旧蔵資料は東京大学経済学部図古館が所蔵してい
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る。協調会参事宮本の経歴等については、梅田俊

も'i・Bi;I、酌、蝣*(..<;　mVJ主　T隅,.'!]会しr>l苛」j ft苦巧、

2004年、 150頁、 305-306頁を参照。

(5) r社会政策時報j r国土計画j　といった関係雑誌あ

るいは大学紀要などに農工調整論についての論稿が

多数掲載されたが、特にr農相工業J (農村工業協

会)には、農工調整に関する多くの論稿並に関連資

料が掲載されている。

(6)農商省総務局『農工調和に関する基本調査報告書

茨城県豊浦町の郎」 (東亜果菜研究所桐、束農研中

間報告的1号、 1944年6月)冒頭の農商省総務局の

はしがきによる。このうち農林省は、 1943年8月、

帝国農会、東亜農業研究所、慶腔大学亜細亜研究所、

国土計画研究所、東北産業科学研究所、日柄農政研

究会の601体に調査を委託、青森県など9県の農工

接触地帯農村の基本調査が実施されたO前掲r農工

調整問題関係綴」によると、調査個所は、茨城県多

4 CCでf.iil町(11王蝣tiict;門*l-:'fl 、 .!'.',ir川i wfim駈け

(中央農業会)、秋田県河辺郡仁井田村(東北産業科

学研究所)、群馬県群馬郡瀧川村(国土計画研究所)、

群馬県山田郡毛里田村(中央農業会)、福岡県筑紫

郡安徳柑(東亜農業研究所)、岐早県稲柔郡各務村

(碇腔大学亜細亜研究所)、青森県三戸郡大館村(中

央農業会)、山口県吉敷郡西岐波村(E]洞農政研究

会)であった1943年12月6日、 10HにE.1商省にお

いて、これら9相についての「農工調和二関スル調

査報告会」が開催されている。なお、 1942年8月に

設立されたばかりの東亜農業研究所にとっては、農

林省から委託された「農工調整に関する研究」は

「永続農家に関する研究」とともに創立当初の主要

な研究テーマ(共同研究)であった(担当は経済第

1研究室)Oちなみに、 「永続JTi・家に関する研究」は、

東亜農業研究所r永続農家に関する研究j第1輯

(束農研参考資料経第4号、 1943年)、東亜農業研究

所r永続農家に関する研究j節2輯(東農研資料第3

号、 1944年)として刊行されている。あわせて、個

別研究として、東亜農業研究所編「米国に於ける永

続農家に関する研究の現状に就て』 (桜井豊、 1944

年)も刊行されている(以上、日本農業研究所嗣

r日本農業研究所50年史」 1992年)o r永続農家に関

する研究」第1輯の「はしがき」によると、 「永続農

家に関する研究」は1943年9月3日、大政翼賛会調

査会第五委員会が「家」の復興策を政府に上申した

ことを契桟にしているという。戦時下の当時の状況



からみて、農外貨金高による雑農者の増加傾向に対

する対応策の一つであったことは間違いない。日本

農業研究所編I;*家永続の研究J (Fi山漁村文化協

会、 1994年)は、上記2冊の　r永続JT{家に関する研

究」で座談会に参加した130農家を50年後に追跡調

査した報告許である。

(7)たとえば、東亜農業研究所編『鍔工業の狸展が月.1業

に及ぼす影野の一考察　九州農村調査より」 1943年、

Viilli"1;二tJC'f・t."Tォ　¥Ti¥r- ri r.;!ニ】詛t*:i".;こ会こLl報いに

研参考-rt料柾的2号、 1943年、東亜毘業研究所編

r農工両全への途　福岡県安徳村調査座談会」東農

研参考資料結節3号、 1943年、東亜E豊栄研究所編

r北海道に*:>;+ -:, Zl- V一上T.jf.業とLii::.;k肝蝣*'i招こfT」

東農研参考'rt料経的1号、 1943年、前掲『農工調和

にI"「f i VこIこ・""I -kAH '!蝣.・)蝣蝣　二㌔ナ蝣u:l'A'y¥¥l間`し1jlり、 I:'こ

Jl-li tlH*f軍Q　¥rXW,';地Mt'Iにr-j十　1;_JHlミiI;-n;

2　山口願吉敷郡西岐波村l藤井信報告、 1944年、

農両省総務局　ul工接絹地帯農村に関する調査報告

其3　岐阜l附昌柴郡各務柑」小池基之報告、 1944年、

clさrtiユーJSF,7, 「LTlこ⊥接閑地*l?"iけi二間すらn'jTi和1 ]

其4　群馬願群.町郡i馴[柑』松本治彦報告、 1944年、

農工協力中央会『柏崎地区農工協力基本調査報告J

1945年などO　なお、岐阜県稲葉郡各務村(堤腔大学

亜細亜研究所)については、小池基之r日本JTB業構

造論j (時潮社、 1944年)に、 「所謂「職工農家」に

ついて-岐阜県××相の調査事例を中心として-」

として報告されている。労働科学研究所も同時mに

農業労働調査を行っている。報告書として、 Ih'i菜

を兼業する工業労働者に関する調査報告』 1942年、

『農相地帯に進出せる大工場への農家通勤工員に関

する調査報告」 1943年、大橋一雄「第2次大蛇下に

おける「職工j:空家」についての調査報告-第1幸琵JT2

業経営の動向に関する統計的観察-」 r労働科学」

45-9、 1969年がある。

(8)以上、前掲『p<工調整問題委員会」、前掲rJTB工調

整問題関係綴』、前掲　r協調会の研究』 55-58H、

116頁。 「農工調整問題要領」の取りまとめは1944年

1月26日の農工調整委員会第24回会合から本格化し

た。第24回会合では、協調会農工調整委員会事務局

が作成した「"i工調整の暫定措置要綱案」が審試さ

れ、その取りまとめを小委員会(東亜研究所・近藤

康男、慶応大学・藤林敬三、厚生省・美濃口時次郎)

で行うこととした。小委fl会では、 4月1日に近藤

委員起草の「農工調整問題要領」を検討・修正、 4

月17日の第25回会合でさらに検討・帽正が加えら

れ、 5月2日に決定された。これにより1年間続け

られた協調会農工調整委員会での「攻究も一応終了」

となり、 「農工調整問題要領」は6月20口付協調会

会長水野錬太郎名で関係方面へ送付された(以上、

前掲『n工調整問題関係綴」)。 「農工調整問題要領」

を起草した近藤康男は、農工調整委員会発足時は東

京市国大学教授であったが、その後8月6日に東京

帝大を追われ、起草当時は東亜研究所に身をおいて

いた(}'ik'll-qj r-c-tt干ilLLiM.tl'.J vfiM t化

協会、 1976年、近藤煉男編著r近藤康男　三世紀を

生きて」 JTL山漁村文化協会、 2001年)。ただし、協

調会JT;工調整委員会での活動については、近藤前掲

古には記録されていない。なお、農村工業協会でも、

同時,qの1943年6月に、農工調和研究会が組織され

ている。協調会参事の官本倫彦が委員として参加し

ている(以上、前掲r農工調整問題関係綴J)。 t呈工

調和研究会は、 1944年8月に　r労務者JTl家対策案」

を出している。

(9)岡田知弘r&工調整問題と国土計画」 r蛇後E]本の

食料・n業　H柑節1巻　戦時体制間J戊林統計協

会、 2003年。 JS工協力中央会については、近藤髄男

IFKV-iTf1 1止R'klり_T.丈り・:1に　r�"⊥lZJ}>い'tとi>J、

r農工協力」があるO　ちなみに、近藤疏男は昭和研

究会(1936年-1940年)に参加しており、昭和研究

会国土計画研究会で報告も行っている。 「国土計画

(4)J　近藤頗男文縄)には、近藤報告も含めた国土

計画研究会で行われた各報告の草稿が残されてい

る。昭和研究会JTl業政策研究会についてはr昭和研

究会の-jから　r昭和研究会の三」 (近藤康男文庫)

に報告草稿や悲見ffl一提言などが綴じられている。

昭和研究会については、昭和同人会編著r昭和研究

会」経済往来社、 1968年、酒井三郎r昭和研究会-

ある知識人集団の軌跡J TBSブリタニカ、 1979年を

宏rei.

(10)前掲r農工調獅月題関係綴J。ちなみに、 1943年6

月9 E]の節4回会合では、農林省小作官鈴木征六が

臨時農地等節理令運用上よりみたる工業立地の状況

につき報告しているが、内容は「農工調整問題変節」

に盛られたことを中心としたものであった。なお、

農林省では、早くから工場敷地等として買収されな

がら放置されているJTi地を、休閑地に類するものと

して問題視していた(たとえば、 1940年8月末の

「工場敷地等トシテ買収セラレタル農地ノ利用状況
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二間スル調」 T臣馴寺fit地等管理令臨時ffi地価格統制

令ニI一・II・*蝣蝣蝣・'蝣.蝣*川LJ KttVTt:;'汁。

5、小括
最後に、本稿での分析をもとに、先行研究を念

頭に置きつつまとめておきた。

臨時農地等管理令の農地転用・農地潰廃につい

ての大枠は、大規模な国や道府県あるいは軍用

地・軍需鉱工業敷地等についてはほとんどフリー

パスの状況で、細々とした小規模の民間や公共団

体の事業・施設についてはある程度の規制を加え

るというものであった(I|。 「ある程度」としたの

は、臨時農地等管理令違反・間の存在が相当数み

られたからである。この臨時農地等管理令違反・

間の存在は、従来の研究では見落とされていたも

のであり、本稿で強調したいのはこの臨時農地等

管理令違反・問の存在であった(2)。この間行為の

灘漫は、次に述べる臨時農地等管理令の運用上の

問題点ともかかわる点であった。

臨時農地等管理令の運用上の問題点として、次

の2点をあげておきたい。第1は、事業によって

は、道府県の間で判断に幅が生じたことである(3)。

工場建設、労務者住宅、倉庫事務所、材料置場、

採掘場については比較的判断の幅は小さかったと

思われるが、一般住宅、造植林、運動場について

はやや幅が生じたと思われる。特に、一般住宅に

ついては判断の幅が大きく、これが道府県の特徴

を生むことになったのである。

第2は、臨時農地等管理令第5条の運用につい

てである1943年2月8[]付の農政局長通牒「臨

時農地等管理令運用二間スル件」は「-・市町村

中二ハ工場誘致二努力シ業者亦生産拡充二急ナル

ノ余り農工両全ノ国家ノ要請ヲ忘レ濫二良田良畑

二立地シ又ハ本令許可申請前二敷地ノ買収手続等

ヲ取進メ他二立地スルコトガ実際問題トシテ困難

トナレルガ如キ状態二於テ申請ヲ為スモノ等有之

農地対策上支障少カラズ・・・」としていた(4'。つ

まり、この通牒が問題点として指摘していること

は、 ①工場を「濫二良田良畑二立地」させている

ことと、 ②臨時農地等管理令の許可申請をする前

に敷地の元買手杭をすでに進め、不許可とした場

合に他に立地することがすでに困難な状況下で申

請に及ぶケースが見られるという点である。農地

転用・農地潰廃の制限という臨時農地等管理令の
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立法趣旨からして、特に問題として深刻であった

のは後者の②であった。これでは、第5条による

農地転用・農地潰廃の統制という臨時農地等管理

令本来の目的が実現できなくなるからである。

農林省は、当初、中央物価統制協力会議『臨時

農地価格統制令臨時農地等管理令解説』では、

「問　潰地の制限としては第三条の規定を以て足

るに拘らず第五条の存する理由如何」という問に

対しては「潰地と為す目的を以て農地の権利を取

得し第三条の許可を申請したる場合若し不許可と

なりたる場合は農地の権利を取得したる者に不測

の損sfcを与へ或は当事者間の私法上の契約を紛渚

せしむる虞あり、且許可を得られざるときは農地

を不耕作の侭放置せられ徒らに不耕作地を増加せ

しめ却て本令の所期に反する結果をも生ずる虞あ

り」と第5条が必要である旨を説明していた。つ

まり、私法上の契約を守る観点(「当事者間の私

法上の契約を紛活せしむる虞」を回避する観点)

から、農地の権利を取得する前に第5条の許可を

得なければならないという趣旨であったが、続け

ての「問　第五条の「取得セントスル者ハ」とあ

るは取得せんとする特定の土地に付其の権利者に

下交渉の如きものを全然為さ、1'る以前に許可を受

くべき意味なるや」という問に対しては、 「実際

問題として下交渉ある場合が大部分なるべし」と

していた(5)。ここに問題があった。第5条を完全

に効果あるものにするには、たとえば第5条の許

可吉を付して売買登記手続を遂行するようにしな

ければならなかったのであるが、農林省の見解は、

必ずしも事前に許可を得ることをもとめておら

ず、この点は暖味なまま残されてしまった。これ

が農林省の当初の見解であった。ところが、上記

農政局長通牒に示されたように第5条が事実上尻

抜けになるような事例が少なからず登場するにい

たり、結局、当初の農林省見解を変更せざるを得

なくなったのである。上記農政局長通牒では、当

初の農林省見解を変更し、 「地元トノ交渉等実際

ノ手続二着手スル前二於テ予メ必ズ係官又ハ業者

ヲシテ当省二打合セヲ為サシムルコト」としてい

る。このように第5条には、農地転用・農地潰廃

を統制するという臨時農地等管理令の本来の目的

からすると決定的な弱点があったのである<6)。

このようにならざるを得なかったのは、すべて

が農林省の責任というわけではなかった。戟時期



の司法省は、依然として、行政官の私法上の契約

関係に対する変更形成権を例外的なものであると

みなし、既成の私法秩序を守るという強い保守的

姿勢を崩していなかったのである(7)c第5条が事

実上尻抜けとならざるを得なかった根本的原因は

ここにあった。この点は、ひいては戦時統制法制

の矛盾であった。戟時統制法別のもとでは行政権

が私法上の契約関係に関与する局面が多くなるに

もかかわらず、あくまでも行政権から私法上の契

約関係を守るという司法省のかたくなな保守的姿

勢は、統制法令本来の目的と敵倍をきたす局面を

多々生じさせることになったのである。ちなみに、

この点は戦後農地法別では大きく転換した。戦後

の農地法制では、許可を受けない転用目的の権利

移動は効力を生じないとされたのである。つまり、

農地調整法第一次改正1945年12月)で、農地調

整法第5条は効力規定に改められ、これが1952年

の農地法に引き継がれたのである<8)。

以上をまとめておくと、司法省の私法上の契約

関係を行政権の関与から守るというかたくなな姿

勢は戦時統制法別の本来の目的と歯摘吾をきたす局

面を多々生じさせ、その局面は戦時農地法制でも

生じていた。臨時農地等管理令第5条についてい

うと、農地転用・農地潰廃の統制という臨時農地

等管理令本来の目的との関連では二つの髄餌を生

み出すことになった。一つは、戦時期農地法別段

階の第5条が、いわば罰則規定であり、効力規定

ではなかったことから、戟時期における臨時農地

等管理令違反・問行為を助長する一因となったこ

と、二つは、第5条が効力規定でなかったことと

それを前提とした農林省の対応のまずさ・暖昧さ

(当初より権利移動交渉着手前に許可を得るとい

う点を徹底しなかったこと)もあり、農地転用・

農地潰廃の既成事実を事実上追記せざるを得なか

ったこと(第5条の尻抜け)、である。

臨時農地等管理令運用上の最大の問題点は、そ

の違反行為・閤行為がかなり広範にみられた点で

あった。もちろん、臨時農地等管理令がなければ

民間における農外転用・農地漬廃が急拡大したこ

とは間違いなく、その意味で臨時農地等管理令の

農地漬廃抑制効果は大きかったとみてよいと思わ

れるが9)、それでもそれとは別にかなりの違反行

為・闇行為が横行していたことを認識することは

重要であろう。従来の論稿は、結果的に、臨時農

地等管理令が守られ、臨時農地等管理令に規定さ

れた通りに運用されたことを前提に議論が組み立

てられてきたが、この認識には問題があったとい

うことである。戦時農地法制で農地転用許可制皮

が登場し農地潰廃抑制が制度化されたことは、戦

後農地法段階への継続面として農地制度史上画期

的な出来事であったのであるが、しかし、戦時期

と戦後段階では、罰則規定から効力規定への変化、

臨時農地等管理令第5条の尻抜けから戦後農地法

段階における許可書を付した登記手続の遂行、そ

れらを前提にした農地転用違反の件数・面積の戦

後での激減、といった点で、かなり断絶的であっ

た。農地転用許可制度という戦時農地法制で登場

した画期的な農地潰廃抑別制度は外形的には戦後

農地法段階へと継続したのであるが、しかしその

内実においては戦時と戦後は質的にといっていい

ほど大きく断絶していたのである。戦時農地法制

で登場した農地転用許可制度がそのまま戦後農地

法段階まで引き継がれていったとする従来の連続

的認言馴まあまりにも単純すぎるのであり、戦時か

ら戦後への連続面を外形的継続性として把握する

とともに、戦時と戦後における農地転用・農地潰

廃の断絶両も十分に認識しておく必要があろう。

(1)岡田知弘氏は、臨時農地等管理令の評価に関して、

「さて問題は不許可・不承認率であるが、 7条は

1.5%にすぎない。これに対して3条・ 5条は10%前

後の不許可・不承認を出し、ある程度規制していた

ことがわかる。つまり、軍用・軍需工業用に関して

は、ほとんどフリーパスで潰廃を進め、小口転用に

ついては規制を加えるという運用上での特質が浮か

び上がる」 (岡田知弘r日本資本主義と農村開発j

法律文化社、 1989年、 230頁)としている。岡田氏

の臨時農地等管理令の評価である「軍用・軍需工業

用に関しては、ほとんどフリーパスでi畏廃を進め、

小口転用については規制を加えるという運用上での

特質が浮かび上がる」という評価自体は安当である

と思うが、その根拠(大口の第7条の不了承率・不

承認率が1.5%と極めて低く、逆に小口の第3条・第

5条の不許可率が10%前後であったこと)は、安当

ではないであろう。また、沼尻晃仲氏も許可率が高

いことをそのまま氏の議論の中に組み込んでいるの

であるが(沼尻晃仲r工場立地と都市計画」東京大

学出版会、 2002年、 199頁)、これも安当ではないで
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あろう。一般に、当時の許認可申訳許は町村役場.

地方事務所を経由して道府県庁に提出されたが、そ

の際、府県知事宛申請苦には、市町村長の意見書・

副中書(場合によっては、農業会長やhi事実行組合

長のそれ)が涜付されたのである.この点は臨時農

地等管理令第3条・第5条も同様であった(たとえ

ば、 1941年2月28日付滋要了県経済部長から市町村長

宛「臨時農地価格統制令並二臨時農地等管理令実施

二間スル件」では、 「節三　申請手続二間スル事項

1、価格杭制令施行規則的二条ノ許可、同節四条ノ

認可及管理令施行規則第四条、同第八条ノ許可申請

書ハ市町村ヲ経由シ、当市町村長ノ定見詐ヲ添付ス

ルコト　2、 (イ)管理令施行規則第四条二依り農

林大臣二提出スル中吉詣吉ハ了tJ一町村及県ヲ経由シ当市

町村長ノ意見告ヲ揺付スルコト　(ロ)管理令施行

規則第十四条ノ届山ハ市町村ヲ経由スルコト又同令

施行蔑則第十五条ノfTl講評ハ市町村ヲ経由シ当市町

村長ノ意見ffiヲ涜付スルコト」 (r臨時農地管理」滋

賀県行政文ffi、滋引県所蔵)と指示されている)0

つまり、そもそも許可がおりないことが明らかな事

件まで申請することはありえなかったのである。市

町村役場の段階で申訳するかどうかの、いわば内部

審査が行われたような形であった。それをパスした

申請書のみが県庁へ送られたのである。でなければ、

不許可率はずっと高かったはずである。にもかかわ

らず、第3条・第5条で全回平均10-/程度の不許可

がでたのは、県庁と市町村との間で臨時農地等管理

令運用・解釈に関する丑忠疎通が充分でなかった

か、あるいは一般住宅転用の許可・不許可などの微

妙な解釈の相違に基づくものであった。ちなみに、

第7条は国あるいは道府県の施設・事業であり、も

ともと不了承・不承認がでる可能性が極めて低い事

案であった。

(2)司法省刑事局r経済Jl報」の統制違反一覧表にはそ

もそも臨時r*地等ft理令違反項目がない。従来の研

究で臨時a地等管理令違反・問の存在に注目してき

ていないのは、この点と関係があったと思われる。

ただし、農地作付紋別違反についての報告はたびた

び登場する(たとえば、甲府における果樹栽培への

転換による臨時JT:地等管理令違反(「全国経済犯罪

情勢(7月分)」 r経済月報J 2-8、 1942年8月)守

大阪府の「蓮根作付統制違反検挙に関する件」 r経

済月孝則3-8、 1943年8月など)。

(3)この点に関連して、 m地転用の許可を認める条件
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が暖味であった点」については、沼尻晃仲氏がすで

に指摘している(沼尻前掲雷199頁)。ただ、具体的

に指摘されているわけではない。

(4) 『臨時JTt地坪理』滋賀県行政文書、滋賀県所蔵、

「臨叫f"ifc'.'}:蝣ftこPi!'TT逆用二間N II仕」 ¥c地Rtyi'iニr川

集成j 10、 536-537頁O　この文書は、道府県公報に

も掲載され(たとえば、 r石川県報J 5362、 1943年

2月24日、 r静岡県農地制度改革誌」 1956年、 168-

169買)、 TTf町村にも回された(たとえば、 r自昭和

16年耕地二間スル古獅綴j広島県安佐郡狩小川村役

re, :t,†∴ ll二ftltl公文てt;f,:P'f戒、 r軌t?T川」 Ll】ォ;!l.n

北都留郡甲東村役場文吉、沼尻前掲書208頁).

(5)以上、中央物価統制協力会議『臨時農地価格統制令

臨時0地等管理令解説』 1941年5月、 75-76頁。

(6)沼尻氏は、この弱点について的確に指摘している。

ただし、後述するような戟後農地法制との比較や行

政棟の介入から私法上の契約を守るという当時の司

法省の基本姿勢との関係でこの弱点を位置付けてい

るわけではないO　さらに、沼尻氏は、この節5条が

第3条の事実上の「抜け道」として機能していたこ

とを強調している(以上、沼尻前掲雷200-201頁)0

氏は、約3条よりも第5粂のほうが工場建設や労務

者住宅のa地転用が圧倒的に多いことを、 「抜け道」

として機能したことの実証的根拠としているが、こ

の,郎ま妥当ではないであろう。もともと自己転用で

あった那3条よりも、工場建設や労務者住宅への転

FTJ目的での権利移動である第5条のほうが、件数も

両手式も多くなるのは当然であったといえよう。

(7)この一別二関して、臨時農地等管理令第7条ノ2

(19-44年3月25日改正)についても、 「本令第七条ノ

二は私法上の効力要件を規定したものではなく、之

に違反するときは国家総動員法第三十三条の罰則の

通用があることを規定したに止まるのである」。た

とえ違反があっても、 「当該契約の締結乃至は共の

履行行為が有効であることは、勿論である。要する

に、本規定の犯とするところはか、る罰則の威力を

以て所期のE]的を達成すべく企図せるもの」であっ

た(「紋別経済法令の解説」 r経済月報」 415、 1944

年5月、 34頁)0

(8)花妾栄・加藤一郎「農地調整法の解説」 r法御.j=抑j

18-5、 1946年、 28頁、和田正明.橘武夫r新E芝地

法詳解」学陽書房、 1952年、 54頁、関谷佳作r日本

のR呈地制度』農業振興地域調査会、 153-154頁、

159只などを参照。なお、戦時中の司法部の姿勢や



効力規定への転換については、坂根;,'芳弘「広島県に

おける小作料統制令節六条事件について」 r史学研

究』 239、 2003年を参照。

(9)ちなみに、岡田氏は、 「この臨時農地等管理令によ

って農地転用は許可制度となったとはいえ、農地転

用が制限されたわけではない。 -結果的に、臨時農

地等管理令は、農地の取引窓口を公権力が一本化し、

軍需利用目的を最優先した土地動nを促したといえ

よう」 (岡田知弘「農工調整問題と国土計画」 『蛇後

日本の食料・農業・農村第1巻　戦時体制期」 」林

統計協会、 2003年、 273頁)としているが、この評

価は臨時農地等管理令をあまりにも戯両化しすぎて

いよう。少なくとも、臨時農地等管理令第3条・第

5条によって民間の農地漬廃を抑糾したことは間違

いないし、また臨時農地等管理令が「土地動員を促

した」とは言えないであろう。

tト蝣Iull] "Iこ!J蝣iii f「1こ^ifnTjipJ^1l v:什'V:tf'l音l抑rJ会J,t主空相「'L.

(c)研究代表者坂根某弘、課題番号19530309)に
よる研究成果の一部である。
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